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明治期障壁画制作に係る内匠寮工事録（一）明治三一年から同三三年まで（中野）

資
料
紹
介　

明
治
期
障
壁
画
制
作
に
係
る
内
匠
寮
工
事
録
（
一
）
明
治
三
一
年
か
ら
同
三
三
年
ま
で中

野 

志
保

資
料
の
概
要

　

二
条
城
二
之
丸
御
殿
の
中
に
は
、
二
条
城
が
皇
室
の
離
宮
と
な
っ
て
い
た
時
期
（
以
下
、

離
宮
時
代
）
に
制
作
さ
れ
た
障
壁
画
が
あ
る

（
（
（

。
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
障
壁

画
の
意
匠
を
監
修
し
た
の
は
、
明
治
宮
殿

（
（
（

の
障
壁
画
の
意
匠
を
監
修
し
た
経
験
を
持
つ
山

高
信
離
（
一
八
四
二-

一
九
〇
七
）
で
あ
り
、
明
治
宮
殿
と
同
様
に
、
正
倉
院
宝
物
や
平
家

納
経
を
参
照
し
た
意
匠
が
採
用
さ
れ
た
こ
と

（
（
（

、
制
作
時
期
は
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）

か
ら
三
五
年
（
一
九
〇
二
）
で
あ
り

（
（
（

、
ま
た
、
画
工
と
し
て
関
わ
っ
た
絵
師
達
の
名
前
と

担
当
箇
所
が
、
部
分
的
に
示
さ
れ
て
い
る

（
（
（

。
こ
れ
ら
の
情
報
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
の
が
、

宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
が
所
蔵
す
る
工
事
録
で
あ
る
。
工
事
録
と
は
、
宮
内
省
の
各
部
局
・
事

業
所
が
行
っ
た
建
築
・
土
木
関
係
の
工
事
に
係
る
行
政
文
書
等
を
収
載
し
た
も
の
で
あ
る

（
（
（

。

　

本
稿
で
は
、
二
之
丸
御
殿
明
治
期
障
壁
画
に
つ
い
て
の
基
礎
研
究
の
一
助
と
す
べ
く
、

皇
室
に
関
係
す
る
施
設
の
造
営
や
管
理
を
担
っ
た
内
匠
寮

（
（
（

に
よ
る
明
治
三
一
年
（
以
下
、

三
一
年
）
か
ら
同
三
三
年
（
以
下
、
三
三
年
）
の
工
事
録
（
以
下
、
内
匠
寮
工
事
録
）
計

三
五
冊
中
、
二
之
丸
御
殿
障
壁
画
の
新
作
と
貼
り
替
え
（
以
下
、
内
匠
寮
工
事
録
内
で
の
記

載
に
合
わ
せ
、
障
壁
画
は
「
張
付
」
、
貼
り
替
え
は
「
張
替
」
と
記
す
）
工
事
に
関
わ
る
箇

所
を
掲
載
し
た
九
冊
に
つ
い
て
、
ま
た
、
明
治
三
三
年
起
工
分
の
落
成
上
申
を
収
録
し
た

明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
の
内
匠
寮
工
事
録
一
冊
に
つ
い
て
、
当
該
箇
所
を
抽
出
し
て
翻

刻
す
る
と
共
に
、
関
連
す
る
資
料
を
交
え
て
そ
の
内
容
を
紹
介
す
る
。
な
お
、
明
治
三
四
年

（
一
九
〇
一
）
以
降
に
起
工
し
た
張
付
張
替
工
事
に
係
る
内
匠
寮
工
事
録
及
び
関
連
資
料
は
、

別
稿
に
て
紹
介
す
る
予
定
で
あ
る
。

　

明
治
三
一
年
か
ら
同
三
三
年
の
内
匠
寮
工
事
録
に
は
、
二
之
丸
御
殿
の
貼
付
張
替
工
事
に

際
し
て
内
匠
寮
が
作
成
し
た
稟
議
書
や
回
覧
書
、
往
復
書
簡
等
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
は
、
案
件
毎
に
号
数
と
名
称
を
付
け
て
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
各
案
件
は
、
概
算
稟
議
と

伺
及
往
復
、
そ
し
て
落
成
上
申
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
概
算
稟
議
と
は
、
宮
内
省
内
に
お
け

る
、
各
工
事
の
予
算
と
施
工
内
容
に
つ
い
て
の
稟
議
、
伺
及
往
復
と
は
、
内
匠
寮
と
、
例
え
ば
、

当
時
、
二
条
離
宮
を
管
理
し
て
い
た
主
殿
寮
京
都
出
張
所

（
（
（

等
、
外
部
と
の
照
会
や
回
答
等

の
案
文
や
書
簡
、
落
成
上
申
と
は
、
工
事
の
竣
工
の
報
告
で
あ
り
、
施
工
し
た
内
容
、
決
算

高
等
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
に
加
え
、
各
請
負
者
へ
の
支
払
い
項
目
や
金
額
等
を
記
し
た
内

訳
書
が
付
い
て
い
る
。

　

以
下
の
翻
刻
で
は
、
こ
れ
ら
を
、
収
載
さ
れ
る
内
匠
寮
工
事
録
の
作
成
年
度
、
巻
数
、
案

件
の
号
数
、
収
載
さ
れ
て
い
る
順
番
に
記
す
。
各
内
匠
寮
工
事
録
の
冒
頭
に
は
、
最
初
に
、

筆
者
に
よ
る
資
料
番
号
を
【
】
に
入
れ
て
記
し
、
次
に
表
題
を
、
最
後
に
宮
内
庁
に
よ
る
識

別
番
号
を
（
）
に
入
れ
て
記
す
。
こ
れ
ら
各
内
匠
寮
工
事
録
内
の
各
案
件
の
冒
頭
に
は
、
号

数
及
び
目
次
で
記
さ
れ
る
案
件
名
を
記
す
。
そ
し
て
、
案
件
内
の
各
文
書
の
冒
頭
に
は
、
内

匠
寮
及
び
主
殿
寮
出
張
所
に
よ
る
文
書
番
号
を
〔
〕
に
入
れ
て
表
題
と
し
、
そ
の
後
ろ
に
、

筆
者
が
翻
刻
文
掲
載
順
に
付
け
た
整
理
番
号
を
〈
〉
に
入
れ
て
記
す
。
な
お
、
資
料
内
の
押

印
は
、
決
裁
の
承
認
印
と
し
て
押
印
さ
れ
た
も
の
だ
け
を
翻
刻
の
対
象
と
し
、
花
押
に
つ
い

て
は
人
物
比
定
で
き
る
場
合
は
役
職
名
の
横
に
人
物
名
を
記
し
た
。
ま
た
、
文
書
の
枠
外
の

情
報
に
つ
い
て
は
、
文
書
番
号
を
除
き
翻
刻
の
対
象
外
と
し
た
。
加
え
て
、
資
料
内
の
朱
書

き
は
、
墨
書
き
と
区
別
せ
ず
翻
刻
し
た
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
日
付
順
に
収
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
時
系
列
的
に
出
来
事
を

把
握
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
本
稿
の
末
尾
に
は
、
こ
れ
ら
の
概
要
を
日

付
順
に
記
載
し
、
別
表
と
し
て
添
付
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
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高
金
四
万
千
参
拾
六
円
弍
拾
六
銭
弍
厘

一
、
金
弍
千
参
百
九
拾
参
円
拾
参
銭
七
厘

但
京
都
二
条
離
宮
張
付
仕
替
費
支
出

外
金
参
万
八
千
六
百
四
拾
参
円
拾
弍
銭
五
厘　

三
十
二
年
度
以
降

五
ヶ
年
継
続

右
者
京
都
二
条
離
宮
張
付
仕
替
之
義
ハ
、
曩
ニ
稟
議
決
裁
之
処
、
今
般
現
場
著

（
着
）

手
及
度
、

設
計
書
相
添
、
此
段
稟
議
候
也

〔
匠
二
套
第
二
八
八
号
／
臨
第
一
七
号
〕
〈
整
理
番
号
：
3
〉

二
条
離
宮
白
書
院
入
側
天
井
造
幷
ニ
小
壁
張
付
張
替
概
算
書

土
木
課
（
印

（
四
子
吉
）

）
（
印

（
河
面
））

頭
（
印

（
股
野
））　

　
　
　

 
 
 

技
師　
　
　
　
　

 

庶
務
課
（
印

（
不
明
））

会
計
課
（
印

（
早
野
））　

（
印

（
正
峻
））

監
査
課
（
印

（
斎
藤
））

臨
第
一
七
号

高
金
四
万
千
参
拾
六
円
弍
拾
六
銭
弍
厘

一
、
金
弍
千
参
百
九
拾
参
円
拾
参
銭
七
厘　

三
十
一
年
度
現
金
支
出
ノ
分

外

金
参
万
八
千
六
百
四
拾
参
円
拾
弍
銭
五
厘　

三
十
二
年
度
以
降
ノ
分

内
訳

名
称

員
数

価
格

小
計

大
半
紙

四
千
六
百
枚

三
五
〇

一
六
一
〇
〇

半
紙

弍
万
三
千
九
百
枚

一
六
〇

三
八
二
四
〇

美
濃
紙

三
千
百
枚

三
八
〇

一
一
七
八
〇

大
直
紙

弍
千
百
弍
拾
枚

六
五
〇

一
三
七
八
〇

鳥
子
紙

七
百
九
拾
六
枚

一
〇
〇

七
九
六
〇
〇

煮
皮

壱
貫
七
百
七
拾
目

一
〇
〇

一
七
七
〇

四
分
一
長
壱
間

三
百
五
拾
本

一
八
〇

六
三
〇
〇
〇

金
泥

弍
百
九
拾
壱
目
八
分

　
　
　
　
壱
厘
九
毛

五
〇
〇
〇

一
、四
五
九
〇
九
五

経
師
職

弍
百
弍
拾
壱
人

五
〇
〇

一
一
〇
五
〇
〇

糊

弍
拾
六
貫
目

〇
二
〇

五
二
〇
〇

画
工

三
百
九
拾
八
人

一
〇
〇
〇

三
九
八
〇
〇
〇

現
場
付
雇

百
人

五
〇
〇

五
〇
〇
〇
〇

【
資
料
01
】
『
内
匠
寮　

明
治
三
十
一
年　

工
事
録
二
』
概
算
稟
議

（
識
別
番
号
：
三
九
八
四–

二
）

第
一
号　

二
条
離
宮
張
付
仕
替
費
及
上
水
樋
改
良
鉄
管
敷
設
費
ノ
継
続
費
用
支
出

〔
内
匠
寮
第
一
号
〕
〈
整
理
番
号
：
1
〉

内
匠
寮
第
壱
号

立
案　

明
治
三
十
年
十
二
月
六
日　

内
匠
頭
股
野
琢
（
印
）

決
裁　

明
治
同
年
同
月
廿
二
日

大
臣
（
印

（
土
方
））　

　
　

内
（
渡
辺
千
秋
）

蔵
頭
（
花
押
）　

内
蔵
助

次
官
（
印

（
正
誼
））　

　

調
査
課
長　
　
　

 

調
査
課
次
長

三
十
一
年
度
継
続
臨
時
費
支
出
ノ
義
稟
議

宮
殿
費　

宮
殿
土
木
費　

京
都
二
条
離
宮
張
付
仕
替
費

高
金
四
万
千
参
拾
六
円
弍
拾
六
銭
弍
厘

一
、
金
弍
千
参
百
九
拾
参
円
拾
参
銭
七
厘

外
金
参
万
八
千
六
百
四
拾
参
円
拾
弍
銭
五
厘　

五
ヶ
年
継
続

但
京
都
二
条
離
宮
張
付
仕
替
費
支
出

（
中
略
）

「
（
貼
紙
）東

京
府
へ
交
渉
ノ
ニ
取
調
候
処
本
文
ノ
高
金
ニ
相
成
候
（
印

（
早
野
））

」

右
有
前
記
但
書
ノ
事
由
ニ
依
テ
要
ス
ル
経
費
ニ
付
、
支
出
相
成
度
此
段
稟
議
候
也

追
テ
現
場
着
手
ノ
際
ハ
、
設
計
書
相
添
更
ニ
稟
議
可
及
候

第
一
七
号　

二
条
離
宮
白
書
院
入
側
天
井
及
壁
張
付
張
替

〔
内
匠
寮
第
四
十
号
〕
〈
整
理
番
号
：
2
〉

内
匠
寮
第
四
十
号

立
案　

明
治
三
十
一
年
二
月
三
日　

内
匠
頭
股
野
琢
（
印
）

決
裁　

明
治
卅
一
年
二
月
九
日

大
臣
（
印

（
土
方
））　

 

内
（
渡
辺
千
秋
）

蔵
頭
（
花
押
）　
　
　

内
蔵
助
（
印

（
中
田
））

次
官　
　

 
 

調
査
課
長
（
印

（
廣
橋
））　

　
　

調
査
課
次
長
（
印

（
桂
潜
））

三
十
一
年
度　

臨
時
費

宮
殿
費　

宮
殿
土
木
費　

京
都
二
条
離
宮
張
付
仕
替
費
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明治期障壁画制作に係る内匠寮工事録（一）明治三一年から同三三年まで（中野）

板
張
枠

六
坪

五
五
〇
〇

三
三
〇
〇
〇

足
代
損
料

四
拾
間

三
五
〇

一
四
〇
〇
〇

工
作
場
取
設

拾
坪

六
〇
〇
〇

六
〇
〇
〇
〇

大
工
職

三
拾
人

五
〇
〇

一
五
〇
〇
〇

大
小
釘

壱
貫
弍
百
四
拾
四
目

五
〇
〇

六
二
二

諸
手
伝

六
拾
七
人

三
五
〇

二
三
四
五
〇

〆

一
八
拾
八
坪
四
分
三
厘　

張
付
坪

右
仕
様
白
書
院
入
側
及
同
脇
之
間
天
井
有
壁
地
付
共
張
付
張
替
ニ
付
、
足
代
架
設
、
在

来
紙
取
放
シ
、
下
地
枠
損
シ
ノ
ケ
所
ハ
取
繕
之
上
、
骨
〆
張
大
半
紙
、
箕
ノ
張
四
返
半

紙
相
用
、
箕
ノ
押
ヘ
大
半
紙
、
袋
張
半
紙
弍
返
張
リ
、
請
張
美
濃
紙
相
用
、
上
張
鳥
ノ

子
紙
ニ
、
大
直
紙
ヲ
以
テ
裏
打
致
シ
、
仮
張
之
上
、
金
泥
引
壱
坪
ニ
付
平
均
三
目
三
分

遣
ヒ
出
来
ノ
后
チ
、
上
張
付
致
シ
、
四
分
一
打
出
来
之
事

（
図
1
：
二
之
丸
御
殿
白
書
院
の
四
方
入
側
と
付
属
の
間
に
着
色
）

【
資
料
02
】
『
内
匠
寮　

明
治
三
十
一
年　

工
事
録
九
』
伺
及
往
復

（
識
別
番
号
：
三
九
八
四–

九
）

第
一
七
号　

二
条
離
宮
白
書
院
入
側
天
井
並
小
壁
張
付
張
替
ノ
儀
著

（
着
）

手
可
然
旨
主
殿
寮
出

張
所
長
へ
回
答
並
実
地
指
導
方
京
都
博
物
館
長
へ
依
頼
ノ
件

〔
匠
一
套
第
二
六
号
ノ
二
〕
〈
整
理
番
号
：
4
〉

明
治
卅
一
年
二
月
九
日

属
（
印

（
不
明
））

頭
（
印

（
股
野
））　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

 

会
計
課
（
印

（
永
田
））

土
木
課
（
印

（
木
子
清
敬
）

）

匠
一
套
第
二
六
号
ノ
二

主
殿
寮
出
張
所
長
へ
回
答
案

一
、
金
弍
千
参
百
九
拾
参
円
拾
参
銭
七
厘　

営
繕
番
号

「
臨
第
一
七
号
」

但
二
条
離
宮
白
書
院
入
側
天
井
幷
ニ
小
壁
張
付
張
替
費

右
費
額
ヲ
目
途
ト
シ
起
工
之
儀
、
甲
第
一
六
号
御
照
会
之
趣
了
承
、
右
稟
議
決
裁
ヲ
得
候

条
、
御
著

（
着
）

手
相
成
度
、
此
段
及
御
回
答
候
也

明
治
三
十
一
年
二
月
九
日

内
匠
頭

主
殿
寮
出
張
所
長

追
テ
本
文
張
付
金
泥
之
儀
ニ
付
、
別
紙
之
通
帝
国
京
都
博
物
館
長
へ
照
会
致
置
候

条
、
右
様
御
承
知
相
成
度
、
此
旨
申
添
候
也

〔
匠
一
套
第
二
六
号
ノ
三
〕
〈
整
理
番
号
：
5
〉

明
治
卅
一
年
二
月
九
日

頭
（
印

（
股
野
））　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

属 

（
印

（
不
明
））

土
木
課
（
印

（
木
子
清
敬
）

）

匠
一
套
第
ノ
二
六
号
ノ
三

帝
国
京
都
博
物
館
長
へ
照
会
案

二
条
離
宮
白
書
院
入
側
天
井
幷
小
壁
張
付
張
替
本
年
度
ニ
於
テ
施
工
之
処
、
右
張
付
金

泥
之
儀
ハ
美
術
的
事
業
ニ
付
、
実
地
著

（
着
）

手
ノ
節
ハ
、
主
殿
寮
出
張
所
長
ヨ
リ
御
協
議
可

致
候
条
、
御
意
見
御
示
シ
相
成
候
様
致
度
、
此
段
及
御
依
頼
候
也

明
治
三
十
一
年
二
月
九
日

　

内
匠
頭

帝
国
京
都
博
物
館
長

〔
匠
一
套
第
二
六
号
／
主
営
甲
第
一
六
号
〕
〈
整
理
番
号
：
6
〉

匠
一
套
第
二
六
号

主
営
甲
第
一
六
号

一
、
金
弍
千
参
百
九
拾
参
円
拾
参
銭
七
厘

但
二
条
離
宮
白
書
院
入
側
天
井
幷
ニ
小
壁
張
付
張
替
費

右
者
、
予
而
請
求
致
置
候
処
、
今
般
五
ヶ
年
継
続
臨
時
費
ノ
科
目
ヲ
以
テ
御
治
定
相
成
候

ニ
付
而
者
、
右
費
額
ヲ
目
途
ト
シ
起
工
致
可
然
哉
、
概
算
内
訳
書
幷
ニ
図
面
相
副
此
段
及

御
照
会
候
也

明
治
三
十
一
年
一
月
廿
八
日

主
殿
寮
出
張
所
長
飯
田
巽
（
印
）
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頭　
　

（
印

（
股
野
））　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
計
課
（
印

（
早
野
））

土
木
課
（
印

（
木
子
清
敬
）

）

監
査
課
（
印

（
正
峻
））

匠
一
套
第
ノ
二
六
号
ノ
七

主
殿
寮
出
張
所
長
ヘ
回
答
案

本
月
廿
四
日
付
甲
第
五
六
号
御
照
会
ニ
係
ル
二
条
離
宮
二
ノ
丸
白
書
院
入
側
及
小
壁
張
付

共
張
替
ニ
付
、
右
図
案
取
調
方
山
高
京
都
博
物
館
長
へ
依
頼
之
処
、
右
出
来
御
送
付
相
成
、

且
右
図
ヲ
以
テ
概
略
模
様
ヲ
定
メ
置
キ
、
実
地
ニ
於
テ
幾
分
ノ
取
捨
相
加
度
、
同
館
長
よ

り
談
示
有
之
候
趣
、
御
申
越
之
通
異
存
無
之
候
、
将
又
該
経
費
甲
乙
二
様
取
調
御
送
付
之

処
、
右
ハ
乙
印
ノ
分
ニ
テ
宜
敷
候
ニ
付
、
右
様
御
承
知
可
然
御
取
計
相
成
度
、
此
段
及
御

回
答
候
也

明
治
三
十
一
年
六
月
三
十
日

内
匠
頭代

理

主
殿
寮
出
張
所
長

追
テ
図
面
之
義
ハ
小
包
郵
便
ヲ
以
テ
及
御
返
付
候
ニ
付
、
右
様
御
承
知
相
成
度
、
此
旨

申
添
候
也

〔
匠
一
套
第
二
六
号
ノ
六
／
主
営
甲
第
五
六
号
〕
〈
整
理
番
号
：
10
〉

匠
一
套
第
ノ
二
六
号
ノ
六

主
営
甲
第
五
六
号

二
条
離
宮
二
ノ
丸
白
書
院
入
側
及
小
壁
張
付
共
張
替
可
致
ニ
付
、
予
テ
山
高
京
都
博
物
館

長
へ
協
議
之
上
、
同
人
手
元
ニ
於
テ
図
案
取
調
之
義
依
頼
致
置
候
処
、
今
般
出
来
候
間
供

御
一
覧
候
、
尤
モ
御
図
者
真
之
草
稿
ニ
止
リ
候
ニ
付
、
更
正
ヲ
要
ス
ル
ケ
所
可
有
之
候
得

共
、
時
日
遷
延
ニ
及
ヒ
候
ニ
付
、
右
図
ヲ
以
テ
概
略
模
様
ヲ
定
メ
置
、
実
地
ニ
於
テ
幾
分

之
取
捨
相
加
度
旨
、
山
高
氏
ヨ
リ
談
有
之
候
ニ
付
、
右
様
御
承
知
有
之
度
、
将
又
御
経
費

之
儀
者
三
寸
小
箔
ニ
テ
方
杓
二
枚
掛
、
則
壱
坪
ニ
付
八
百
枚
ノ
割
合
ヲ
以
テ
御
見
積
候
処
、

甲
印
之
通
金
千
九
百
参
拾
四
円
五
拾
参
銭
弍
厘
之
高
額
ニ
相
成
、
到
底
予
算
内
ニ
テ
支
算

難
致
候
間
、
出
来
ノ
上
者
敢
テ
差
違
無
之
趣
ニ
付
、
切
廻
シ
箔
ニ
テ
壱
坪
凡
弍
匁
七
分
遣

代
理

内
匠
頭
股
野
琢
殿

追
テ
右
張
付
金
泥
之
義
者
、
美
術
的
事
業
ニ
有
之
候
間
、
実
地
着
手
之
節
者
山
高
京
都

博
物
館
長
へ
合
議
取
扱
度
候
条
、
同
氏
へ
御
依
頼
相
成
候
様
致
度
、
此
段
申
添
候
也

〔
匠
一
套
第
二
六
号
ノ
五
〕
〈
整
理
番
号
：
7
〉

明
治
卅
一
年
二
月
十
六
日

頭
代
理
（
印

（
不
明
））　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

属
（
印

（
不
明
））

土
木
課
（
印

（
木
子
清
敬
）

）

匠
一
套
第
ノ
二
六
号
ノ
五

主
殿
寮
出
張
所
長
へ
通
知
案

二
条
離
宮
白
書
院
入
側
天
井
幷
小
壁
張
付
金
泥
著

（
着
）

手
ノ
節
協
議
方
ノ
儀
ニ
付
、
帝
国
京

都
博
物
館
長
ヨ
リ
別
紙
写
之
通
回
答
有
之
候
条
、
此
段
及
御
通
知
候
也

明
治
三
十
一
年
二
月
廿
三
日

内
匠
頭

主
殿
寮
出
張
所
長

〔
匠
一
套
第
二
六
号
ノ
四
／
第
一
二
七
号
〕
〈
整
理
番
号
：
8
〉

匠
一
套
第
ノ
二
六
号
ノ
四

第
一
二
七
号

二
条
離
宮
白
書
院
入
側
天
井
幷
小
壁
張
付
張
替
本
年
度
ニ
於
テ
御
施
工
之
処
、
右
張
付
金

泥
之
義
ハ
美
術
的
事
業
ニ
付
実
地
御
着
手
之
際
、
主
殿
寮
出
張
所
長
ヨ
リ
御
協
議
之
上
意

見
申
出
候
様
御
依
頼
ノ
趣
、
承
知
致
候
、
此
段
及
回
答
候
也

明
治
三
十
一
年
二
月
十
四
日

　

帝
国
京
都
博
物
館
長　

山
高
信
離
（
印
）

内
匠
頭
股
野
琢
殿

〔
匠
一
套
第
二
六
号
ノ
七
〕
〈
整
理
番
号
：
9
〉　

明
治
卅
一
年
六
月
廿
九
日

　
　

属
（
印

（
黒
澤
））

（
印

（
不
明
））



191

明治期障壁画制作に係る内匠寮工事録（一）明治三一年から同三三年まで（中野）

ノ
割
合
ニ
テ
為
見
積
候
処
、
乙
印
之
通
金
千
六
百
拾
壱
円
参
拾
九
銭
参
厘
ニ
相
成
、
支
算

之
道
可
相
立
候
ニ
付
、
乙
印
之
分
ニ
テ
宜
敷
候
哉
、
併
テ
及
御
間
合
候
条
、
至
急
何
分
之

御
回
答
有
之
度
、
此
段
及
御
照
会
候
也　

明
治
三
十
一
年
六
月
廿
四
日

主
殿
寮
出
張
所
長
心
得　

粟
津
職
綱
（
印
）

内
匠
頭
代
理

文
事
秘
書
官
股
野
琢
殿

追
テ
図
面
之
儀
ハ
小
包
郵
便
ヲ
以
テ
差
出
置
候
ニ
付
、
右
様
御
承
知
相
成
度
、
此
段
申

添
候
也

甲

原
在
泉

二
条
離
宮
白
書
院
入
側
有
壁
及
天
井
共
御
張
付
砂
子
蒔
泥
引
御
入
費
内
訳
書

一
合
金　

壱
千
九
百
壱
拾
四
円
五
拾
参
銭
弍
厘

内
訳

事
由

名
称

数
量

価
格

小
計
金

入
側
有
壁
張
付 

弍
拾
七
坪
五
分
八
厘

中
焼
三
寸
小
箔

壱
万
千
参
拾
弍
枚

壱
坪
ニ
付
四
百
枚
遣

百
枚
ニ
付 

弍
円
五
十
銭

金
弍
百
七
拾
五
円

八
拾
銭

同

純
金
三
寸
小
箔

四
千
四
百
拾
弍
枚
八
分

同　

百
六
拾
枚
遣

同弍
円
八
拾
銭

金
百
弍
拾
壱
円
五

拾
五
銭
八
厘

同

青
三
寸
小
箔

五
千
五
百
拾
六
枚

同
弍
百
拾
遣

同 弍
円

金
百
拾
円
壱
拾
弍
銭

同

銀
箔

壱
千
百
参
拾
弍
分 

同　

四
拾
枚
遣

同 参
拾
銭

金
参
円
参
拾
壱
銭

同

純
金
泥

弍
拾
七
匁
五
分
八
厘 

同　

壱
匁
遣

壱
匁
ニ
付 

六
円

金
百
六
拾
五
円
四

拾
八
銭

同

画
工

参　

百
五
拾
八
人
五
分

同
拾
参
人
宛

壱
人 

九
拾
銭

金
参
百
弍
拾
弍
円

六
拾
五
銭

同
天
井
張
付

弍
拾
七
坪
八
厘

中
焼
三
寸
小
箔

壱
万
八
百
参
拾
弍
枚 

同　

四
百
枚
遣

百
枚
ニ
付 

弍
円
五
拾
銭

金
弍
百
七
拾
円
八

拾
銭

同

純
金
三
寸
小
箔

四
千
参
百
参
拾
弍
枚
八
分

同　

百
六
拾
枚
遣

同 弍
円
八
拾
銭

金
百
弍
拾
壱
円
参

拾
壱
銭
八
厘

同

青
三
寸
小
箔

五
千
四
百
拾
六
枚 

同　

弍
百
枚
遣

同 弍
円

金
百
八
円
参
拾
弍
銭

同

銀
箔

壱
千
八
拾
参
枚
弍
分 

同　

四
拾
枚
遣

同 参
拾
銭

金
参
円
弍
拾
五
銭

同

画
工

弍
百
参
拾
人
貮
分 

同　

八
人
五
分

壱
人 

九
拾
銭

金
弍
百
七
円
拾
八
銭

東
溜
間
壁
張
付

拾
五
坪
四
厘

中
焼
三
寸
小
箔

弍
千
六
百
参
拾
弍
枚

同　

百
七
拾
五
枚
遣

百
枚
ニ
付 

弍
円
五
拾
銭

金
六
拾
五
円
八
拾
銭

同

青
三
寸
小
箔

壱
千
百
弍
拾
八
枚 

同　

七
拾
五
枚
遣

同 弍
円

金
弍
拾
貮
円
五
拾

六
銭

天
井
張
付 

八
坪
四
分

中
焼
三
寸
小
箔

壱
千
四
百
六
枚 

同　

百
六
拾
五
枚
遣

同 弍
円
五
拾
銭

金
参
拾
五
円
拾
五
銭

同

青
三
寸
小
箔

六
百
四
枚
八
分 

同　

七
拾
貮
枚
遣

同 弍
円

金
拾
弍
円
九
銭
六
厘

同

画
工

九
拾
六
人
六
分 

同　

拾
壱
人
五
分

壱
人
ニ
付 

九
拾
銭

金
八
拾
六
円
九
拾

四
銭

右
之
通
御
座
候
也〆

上
京
区
中
立
売
通
室
町
西
入
三
丁
目町
壱
番
戸

明
治
三
十
一
年
六
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
在
泉

主
殿
寮
出
張
所

会
計
課
御
中

乙　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

原
在
泉

二
条
離
宮
白
書
院
入
側
有
壁
及
天
井
共
御
張
付
砂
子
蒔
泥
引
御
入
費
内
訳
書

一
合
金　

壱
千
六
百
拾
壱
円
参
拾
九
銭
参
厘

内
訳

事
由

名
称

数
量

価
格

小
計
金

入
側
有
壁
張
付
貮
拾

七
坪
五
分
八
厘

中
焼
切
廻
箔

参
拾
八
匁
六
分
壱
厘

壱
坪
壱
匁
四
方
遣

壱
匁
ニ
付

五
円
弐
拾
銭

金
弐
百
円
七
拾
七
銭

弐
厘

同

純
金
切
廻
箔

拾
五
匁
四
分
四
厘

同　

五
分
六
厘
遣

同六
円
弐
拾
銭

金
九
拾
五
円
七
拾
弐

銭
八
厘

同

青
切
廻
箔

拾
九
匁
参
分

同　

七
分
遣

同四
円
五
拾
銭

金
八
拾
六
円
八
拾
五

銭

同

銀
箔

壱
千
百
参
拾
弐
分

同　

四
枚
遣

百
枚
ニ
付

参
拾
銭

金
参
円
参
拾
壱
銭

同

紙
金
泥

弐
拾
七
匁
五
分
八
厘

同　

壱
匁
遣

壱
匁
ニ
付

六
円

金
百
六
拾
五
円
四
拾

八
銭

同

画
工

参
百
四
拾
五
人

同　

拾
弐
人
五
分
宛

壱
人
ニ
付

九
拾
銭

金
参
百
拾
円
五
拾
銭

同
天
井
張
付

貮
拾
七
坪
八
厘

中
焼
切
廻
箔

壱
拾
七
匁
九
分
壱
厘

同　

壱
匁
四
分
遣

壱
匁
ニ
付

五
円
弐
拾
銭

金
百
九
拾
七
円
拾
壱

銭
弐
厘

同

純
金
切
廻
箔

拾
五
匁
壱
分
六
厘

同　

五
分
六
厘
遣

同六
円
弐
拾
銭

金
九
拾
参
円
九
拾
九

銭
弐
厘

同

青
切
廻
箔

拾
八
匁
九
分
六
厘

同　

四
方
遣

同四
円
五
拾
銭

金
八
拾
五
円
参
拾
弐

銭

同

画
工

百
拾
六
人
六
分

同　

八
人
宛

壱
人

九
拾
銭

金
百
九
拾
四
円
九
拾

四
銭
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在
来
張
付
七
拾
八
坪
壱
分
取
放
シ
、
大
半
紙
ヲ
以
テ
骨
縛
リ
致
シ
、
半
紙
ニ
テ
四

枚
掛
箕
張
、
大
半
紙
ニ
テ
箕
押
ヘ
、
袋
張
弍
拾
枚
掛
テ
半
紙
相
用
ヒ
、
大
直
紙
ヲ

以
テ
請
張
致
し
、
上
張
ハ
鳥
ノ
子
紙
柱
間
ニ
応
シ
継
合
セ
、
美
濃
紙
ヲ
以
テ
喰
先

継
ニ
裏
打
弍
枚
掛
ニ
致
、
各
仮
張
ニ
掛
ケ
、
入
側
壁
弍
拾
七
坪
五
分
八
厘
金
泥
引

遠
山
形
砂
子
蒔
、
同
天
井
弍
拾
七
坪
八
厘
雲
取
金
砂
子
蒔
切
箔
押
ヘ
、
東
溜
リ
ノ

間
壁
幷
天
井
共
弍
拾
参
坪
四
分
四
厘
金
砂
子
蒔
張
付
出
来

			




職
名/

品
目

金
員

事
由

人
名

大
工
職

五
八
四
五
〇

画
工
場
取
建
費

小
島
佐
兵
衛

同

二
八
五
〇
〇

仮
張
枠
仕
拵
ヘ
費

小
林
瀧
之
助

経
師
職

三
一
一
五
〇
五

有
壁
及
天
井
張
付
費

清
水
新
助

同

四
一
〇
五
〇

仮
張
枠
取
付
費

同
人

場
所
付
雇

八
〇
五
五
〇

場
所
付
雇
給
料

三
角
有
経

画
工

五
八
一
〇
四
〇

本
紙
砂
子
蒔
泥
砂
引
画
工
料

原
在
泉

金
箔
商

八
八
九
〇
六
〇

金
銀
箔
及
金
泥
買
上
費

福
田
重
助

場
所
付
雇

六
〇
七
五
〇

場
所
付
雇
給
料

森
田
昌
保

画
工

一
二
〇
〇
〇

御
襖
絵
画
縮
写
料

菊
池
芳
文

同

二
一
一
〇
〇

天
井
張
付
絵
様
取
及
縮
写
料

岸
九
岳

大
工
職

六
七
〇
〇

画
工
場
日
覆
取
設
費

小
島
佐
兵
衛

手
伝
職

四
五
〇
〇

天
井
其
他
掃
除
人
夫
買
上
費

福
井
彦
太
郎

金
物
職

六
四
〇
〇

天
井
格
縁
金
具
鋲
釘
買
上
費

高
木
忠
兵
衛

大
工
職

二
四
一
五
〇

張
付
枠
天
井
釣
修
繕
費	

三
上
吉
兵
衛

同

三
六
〇
〇
〇

同
天
井
釣
修
繕
大
工
買
上
費

同
人

場
所
付
雇

二
二
五
五
〇

場
所
付
雇
給
料

柴
田
直
之
輔

金
箔
商

五
二
六
〇
七

入
側
張
替
用
金
箔
買
上
費

福
田
重
助

場
所
付
雇

二
八
七
〇
〇

場
所
付
雇
給
料

土
肥
藤
助

同

二
二
一
〇
〇

同
断

西
川
伝
次
郎

大
工
職

一
三
二
〇
〇

長
押
蓋
其
他
小
繕
費

三
上
吉
兵
衛

経
師
職

一
三
三
一
二

張
付
下
繕
外
御
障
子
張
替
費

清
水
新
助

敷
物
職

九
〇
〇

上
敷
々
替
費

大
村
房
之
助

手
伝
職

八
〇
〇

掃
除
人
夫
買
上
費

梶
井
虎
太
郎

場
所
付
雇

四
五
〇
〇

場
所
付
雇
給
料

三
角
有
経

同

四
五
〇
〇

同
断

森
田
昌
保

合
計

二
三
二
四
九
二
四

仕
上
減

六
八
二
一
三

〔
臨
第
一
七
号
〕
〈
整
理
番
号
：
12
〉

長
（
印

（
不
明
））　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会
計
課
（
印

（
梶
田
））

（
印

（
永
井
））

臨
第
一
七
号

東
溜
間
壁
張
付

拾
坪
四
厘

中
焼
切
廻
箔

九
匁
参
分
参
厘

同　

六
分
弐
厘
遣

壱
匁
二
付

五
円
弐
拾
銭

金
四
拾
八
円
五
拾
壱

銭
六
厘

同

青
切
廻
箔

参
匁
九
分
壱
厘

同　

弐
分
六
厘
遣

同四
円
五
拾
銭

金
拾
七
円
五
拾
九
銭

五
厘

同
天
井
張
付

八
坪
四
分

中
焼
切
廻
箔

五
匁
四
厘

同　

六
分
遣

同五
円
弐
拾
銭

金
弐
拾
六
円
弐
拾
五

銭
八
厘

同

青
切
廻
箔

弐
匁
壱
分

同　

弐
分
五
厘

同四
円
五
拾
銭
遣

金
九
円
四
拾
五
銭

同

画
工

八
拾
四
人

同　

拾
人
宛

壱
人
二
付

九
拾
銭

金
七
拾
五
円
六
拾
銭

右
之
通
御〆
座
候
也

上
京
区
中
立
売
通
室
町
西
入
三
丁
目町

壱
番
戸

明
治
三
十
一
年
六
月　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原
在
泉

主
殿
寮
出
張
所

会
計
課
御
中

【
資
料
03
】
『
内
匠
寮　

明
治
三
十
一
年　

工
事
録
十
一
』
落
成
上
申

（
識
別
番
号
：
三
九
八
四–

一
一
）

第
五
一
号　

二
条
離
宮
白
書
院
入
側
天
井
並
壁
張
付
張
替

〔
臨
第
拾
七
号
〕
〈
整
理
番
号
：
11
〉

立
按　

年　

月　

日

決
裁　

年　

月　

日　
　
　
　

主
任
内
匠
寮
技
手
柴
田
四
子
吉
（
印
）

長
（
印

（
不
明
））　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 

 

会
計
課
（
印

（
梶
田
））

（
印

（
永
井
））

会
計
課
長
（
印

（
寺
西
））

臨
第
拾
七
号

二
条
離
宮
白
書
院
入
側
天
井
幷
壁
張
付
張
替
工
事
仕
上
々
申
書

決　

裁　

明
治
三
十
一
年
二
月
九
日

概
算
高　

金
弍
千
参
百
九
拾
参
円
拾
参
銭
七
厘

決
算
高　

金
弍
千
参
百
弍
拾
四
円
九
拾
弍
銭
四
厘

起　

工　

明
治
三
十
一
年
三
月
十
九
日

竣　

工　

明
治
三
十
一
年
十
二
月
廿
五
日

出
来
形
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会
計
課
長
（
印

（
寺
西
））

二
条
離
宮
白
書
院
入
側
天
井
並
壁
張
付
張
替
工
事
仕
上
々
申
書

営
繕
番
号

年

月
日

摘
要

概
算
伺
高

円

申
付
高

円

請
負
者
人
名

精
算
月
日

臨
一
七

三
一

二
ノ
九

決
裁
額

三
、
三
九
三
一
三
七

内
訳

一
式
請
負
費

同
ノ
一

同

三
ノ
一
九

画
工
場
取
建
費

五
八
四
五
〇

小
島
左
兵
衛

三
月
廿
八
日

同
ノ
三

同

三
ノ
三
一

有
壁
及
天
井
張
付
費

三
一
一
五
〇
五

清
水
新
助

十
二
月
十
日

同
ノ
四

同

同

仮
張
枠
取
付
費

四
一
〇
五
〇

同
人

五
月
十
七
日

計

四
一
一
〇
〇
五

物
品
購
入
費

同
ノ
七

同

七
ノ
二
〇

金
銀
箔
及
金
泥
買
上
費

八
八
九
〇
六
〇

福
田
重
助

十
一
月
廿
九
日

同
ノ
一
三

同

一
〇
ノ

三
一

天
井
格
縁
金
具
用
鋲
買

上
費

六
四
〇
〇

高
木
忠
兵
衛

十
一
月
二
日

同
ノ
一
七

同

五
ノ
二
八

金
箔
及
金
泥
買
上
費

五
二
六
〇
七

福
田
重
助

十
二
月
三
日

計

九
四
八
〇
六
七

職
工
費

同
ノ
二

同

三
ノ
三
〇

仮
張
枠
仕
拵
費

二
八
五
〇
〇

小
林
瀧
之
助

四
月
二
日

同
ノ
五

同

六
ノ
二
六

場
所
付
雇
給
料

八
五
〇
五
〇

三
角
有
経

十
二
月

二
十
二
日 

更
正
払

同
ノ
五

同

一
二
ノ

二
二

御
用
都
合
ニ
依
リ
減
更
正

八
五
〇
〇
五
〇

同
ノ
五

同

同

場
所
付
雇
給
料

八
〇
五
五
〇

三
角
有
経

十
二
月
廿
二
日

同
ノ
六

同

七
ノ
二
〇

画
工
給
料

五
八
一
〇
四
〇

原
在
泉

十
一
月
廿
八
日

同
ノ
八

同

七
ノ
二
六

場
所
付
雇
給
料

七
一
五
五
〇

森
田
昌
保

十
二
月
廿
二
日 

更
正
払

同
ノ
八

同

三
ノ
二
二

御
用
都
合
ニ
依
リ
減
更
正

七
一
五
五
〇

同
ノ
八

同

同

場
所
付
雇
給
料

六
〇
七
五
〇

森
田
昌
保

十
二
月
廿
二
日

同
ノ
九

同

八
ノ
一

御
襖
絵
画
縮
写
料

一
二
〇
〇
〇

菊
池
芳
文

八
月
六
日

同
ノ
一
〇

同

同

天
井
張
付
絵
模
様
取
及

縮
写
料

二
一
一
〇
〇

岸
九
岳

同
日

同
ノ
一
一

同

八
ノ
九

画
工
場
日
覆
取
設
費

六
七
〇
〇

小
島
佐
兵
衛

八
月
廿
二
日

同
ノ
一
二

同

一
〇
ノ

二
四

天
井
其
他
掃
除
人
夫
雇

費

四
五
〇
〇

福
井
彦
太
郎

十
月
廿
七
日

同
ノ
一
四

同

一
〇
ノ

三
一

張
付
枠
天
井
釣
繕
費

二
四
一
五
〇

三
上
吉
兵
衛

十
一
月
二
日

同
ノ
一
五

同

同

同
断

三
六
〇
〇
〇

同
人

同
日

同
ノ
一
六

同

一
一
ノ

二
八

場
所
付
雇
給
料

二
二
五
五
〇

柴
田
直
之
助

十
二
月

三
十
一
日

同
ノ
一
八

同

一
一
ノ

一
八

同
断

二
八
七
〇
〇

土
肥
藤
（
ヵ
）
助

同
日

同
ノ
一
九

同

一
一
ノ

一
九

同
断

二
六
六
五
〇

西
川
伝
次
郎

十
二
月
廿
八
日 

更
正
払

同
ノ
一
九

同

一
二
ノ

二
八

解
雇
ニ
付
減
更
正

二
六
六
五
〇

同
ノ
一
九

同

一
二
ノ

二
八

場
所
付
雇
給
料

二
二
一
〇
〇

西
川
伝
次
郎

十
二
月
廿
八
日 

更
正
払

同
ノ
二
〇

同

一
二
ノ

二
六

長
押
蓋
其
他
小
繕
費

一
三
二
〇
〇

三
上
吉
兵
衛

三
十
二
年 

一
月
六
日

同
ノ
二
一

同

同

張
付
下
繕
ヒ
外
側
障
子

張
替
費

一
三
三
一
二

清
水
新
助

同
日

同
ノ
二
二

同

同

上
敷
々
替
費

九
〇
〇

大
村
房
之
助

同
日

同
ノ
二
三

同

同

掃
除
人
夫
買
上
費

八
〇
〇

福
井
彦
太
郎

同
日

同
ノ
二
四

同

同

場
所
付
雇
給
料

四
五
〇
〇

三
角
有
経

十
二
月

三
十
一
日

同
ノ
二
五

同

同

同
断

四
五
〇
〇

森
田
昌
保

同
日

計

九
六
五
八
五
二

決
算
額

二
三
九
三
一
三
七

二
、
三
二
四
九
二
四

仕
上
減

六
八
二
一
三

右
之
通
相
違
無
之
此
段
上
申
候
也

明
治
三
十
二
年
一
月
十
七
日　

主
任
内
匠
寮
技
手
柴
田
四
子
吉
（
印
）

主
殿
寮
出
張
所
長
心
得
粟
津
職
綱
殿

（
図
２
：
二
之
丸
御
殿
白
書
院
の
四
方
入
側
と
付
属
の
間
に
着
色
）

【
資
料
04
】
『
内
匠
寮　

明
治
三
十
二
年　

工
事
録
二
』
概
算
稟
議

（
識
別
番
号
三
九
八
五-

二
）

第
一
号　

二
条
離
宮
張
付
仕
替
費
外
三
廉
継
続
年
度
割
支
出

〔
内
匠
寮
第
一
号
〕
〈
整
理
番
号
：
13
〉

立
案　

明
治
三
十
一
年
十
二
月
十
日

決
裁　

明
治　

〃　

年 
 

〃 

月
廿
六
日　
　
　

内
匠
頭
堤
正
誼
（
印
）

大
臣
（
印

（
光
顕
））　

　
　
　
　

内
蔵
頭
（
花

（
不
明
）

押
）　
　
　

内
蔵
助
（
印

（
田
中
））

次
官
（
印

（
川
口
））　

　
　
　

調
査
課
長
（
印

（
廣
橋
））　

　
　

調
査
課
次
長
（
印

（
桂
潜
））

三
十
二
年
度

継
続
臨
時
費
支
出
ノ
義
稟
議

宮
殿
費　

宮
殿
土
木
費　

京
都
二
条
離
宮
張
付
仕
替
費
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資料紹介

頭
（
印

（
正
誼
））　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

会
計
課
（
印

（
早
野
））　

監
査
課
（
印

（
牛
奥
昌
）

）
（
印

（
権
田
））

臨
第
八
号

高
金
四
万
千
参
拾
六
円
弍
拾
六
銭
弍
厘

一
、
金
六
千
弍
百
参
拾
円
也　
　
　

三
十
二
年
度
現
金
支
出
ノ
分

外
金
弍
千
参
百
九
拾
参
円
拾
参
銭
七
厘　

三
十
一
年
度
所
属

金
参
万
弍
千
四
百
拾
参
円
拾
弍
銭
五
厘　

三
十
三
年
度
所
属

内
訳

名
称

員
数

価
格

　
　
　

 

小
計	

骨
締
張
箕
張
共
大
半
紙

壱
万
千
六
百
枚

二
九
〇

三
三
六
四
〇

箕
張
及
袋
張
半
紙

五
万
弍
千
枚

一
八
〇

九
三
六
〇
〇

浮
張
用
大
直
紙

六
千
七
百
枚

九
〇
〇

六
〇
三
〇
〇

上
張
裏
打
用
美
濃
紙

壱
万
四
百
枚

四
六
〇

四
七
八
四
〇

天
井
有
壁
上
張
大
鳥
子

弍
百
六
拾
四
枚

四
八
〇

一
二
六
七
二
〇

檜
上
花
塗
四
分
一

参
百
弍
拾
本

二
〇
〇

六
四
〇
〇
〇

糊

参
拾
弍
貫
目

二
七
〇

八
六
四
〇

経
師
職

参
百
四
拾
五
人

六
〇
〇

二
〇
七
〇
〇
〇

同
手
伝

百
五
拾
人

四
〇
〇

六
〇
〇
〇
〇

箔
押
経
師
職

七
百
四
拾
人

六
〇
〇

四
四
四
〇
〇
〇

純
金
泥

参
拾
五
匁

五
四
〇
〇

一
八
九
〇
〇
〇

金
箔

五
百
参
拾
目

四
五
〇
〇

二
三
八
五
〇
〇
〇

絵
ノ
具

一
式

四
七
八
七
六
〇

画
工

千
五
百
九
拾
人	

九
〇
〇

一
四
三
一
〇
〇
〇

長
押
蓋
仮
枠
繕
天
井

張
付
下
天
井
釣
木
直
大
工
職

弍
百
九
拾
人

六
〇
〇

一
七
四
〇
〇
〇

大
工
手
元
洗
拭
掃
除
鳶
人
足

百
五
拾
人

四
五
〇

六
七
五
〇
〇

天
井
金
物
直
鋲
打
錺
職

五
拾
人

六
〇
〇

三
〇
〇
〇
〇

足
代
損
料

一
式

二
九
〇
〇
〇

場
所
付
雇

五
百
人

六
〇
〇

三
〇
〇
〇
〇
〇

右
仕
様
張
付
総〆
坪
百
三
拾
壱
坪
六
合
八
勺
ノ
内
、
溜
リ
ノ
間
天
井
三
坪
三
拾
二
坪
ヲ
引
去
、

残
九
拾
三
坪
六
合
八
勺
在
来
ノ
張
付
取
放
シ
、
大
半
紙
ヲ
以
テ
骨
締
張
致
、
半
紙
箕
張
、

大
半
紙
ニ
テ
箕
押
ヘ
、
袋
張
半
紙
押
ヘ
、
大
直
紙
ニ
テ
請
張
致
、
上
ハ
張
ハ
鳥
子
別
渡

（
途
）

裏

打
美
濃
紙
弍
枚
掛
、
各
仮
張
掛
、
箔
押
画
工
ニ
テ
絵
模
様
出
来
ノ
上
、
現
場
取
付
四
分
一

等
入
念
ニ
出
来
ノ
事

高
金
四
万
千
参
拾
六
円
弍
拾
六
銭
弍
厘

一
、
金
六
千
弍
百
参
拾
円
也

外
金
二
千
参
百
九
拾
参
円
拾
参
銭
七
厘　

三
十
一
年
度
所
属

金
参
万
弍
千
四
百
拾
参
円
拾
弍
銭
五
厘　
　

三
十
三
年
度
以
降
支
出

但
京
都
二
条
離
宮
張
付
仕
替
費
支
出

（
中
略
）

右
者
、
前
記
但
書
之
事
由
ニ
依
テ
要
ス
ル
経
費
ニ
付
、
支
出
相
成
度
、
此
段
稟
議
候
也

追
テ
設
計
書
調
整
、
更
ニ
稟
議
可
及
候

第
一
〇
号　

二
条
離
宮
黒
書
院
入
側
天
井
及
小
壁
張
付
仕
替

〔
文
書
番
号
欠
〕
〈
整
理
番
号
：
14
〉

立
案　

明
治
三
十
二
年
一
月
廿
六
日　
　

決
裁　

明
治
三
十
二
年
二
月
一
日　
　
　
　

内
匠
頭
堤
正
誼
（
印
）

大
臣
（
印

（
光
顕
））　

　
　
　

 

内
蔵
頭
（
花

（
不
明
）

押
）　
　
　

内
蔵
助
（
印

（
田
中
））

次
官　

（
印

（
川
口
））　

　
　

調
査
課
長
（
印

（
廣
橋
））　

　
　

調
査
課
次
長
（
印

（
桂
潜
））

三
十
二
年
度　

臨
時
費

宮
殿
費　

宮
殿
土
木
費　

京
都
二
条
離
宮
張
付
仕
替
費

高
金
四
万
千
参
拾
六
円
弍
拾
六
銭
弍
厘

一
、
金
六
千
弍
百
参
拾
円
也

但
京
都
二
条
離
宮
張
付
仕
替
費
支
出

外 　

金
弍
千
参
百
九
拾
参
円
拾
参
銭
七
厘　
　

三
十
一
年
度
所
属

金
参
万
弍
千
四
百
拾
参
円
拾
弍
銭
五
厘　

三
十
三
年
度
所
属

右
者
京
都
二
条
離
宮
張
付
仕
替
費
之
義
ハ
、
曩
ニ
稟
議
決
裁
之
処
、
現
場
著

（
着
）

手
及
度
、
設

計
書
相
添
、
此
段
稟
議
候
也

「（
貼
紙
）

本
議
ハ
予
算
元
額
ニ
組
入
御
裁
定
ノ
分　

内
蔵
寮
」

〔
臨
第
八
号
〕
〈
整
理
番
号
：
15
〉

二
条
離
宮
黒
書
院
入
側
天
井
幷
小
壁
張
付
張
替
費
概
算
書

土
木
課
（
印

（
木
子
清
敬
）

）

庶
務
課
（
印

（
黒
澤
））
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（
図
３
：
二
之
丸
御
殿
黒
書
院
の
北
・
南
・
西
入
側
に
着
色
、
北
・
南
・
西
・
東
入
側
に
点
線
）

【
資
料
05
】
『
内
匠
寮　

明
治
三
十
二
年　

工
事
録
十
』
伺
及
往
復

（
識
別
番
号
三
九
八
五 

-

一
〇
）

第
七
号　

二
条
離
宮
黒
書
院
入
側
天
井
及
小
壁
張
付
張
替
工
事
着
手
可
然
旨
主
殿
寮
出
張
所

長
へ
回
答
並
実
地
指
導
ノ
儀
京
都
博
物
館
長
へ
依
頼
ノ
件
（
四
月
）

〔
匠
一
套
第
二
二
号
ノ
二
〕
〈
整
理
番
号
：
16
〉

明
治
卅
二
年
二
月
四
日

頭
（
印

（
正
誼
））　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

属
（
印

（
黒
澤
））

（
印

（
不
明
））

会
計
課
（
印

（
早
野
））

土
木
課
（
印

（
和
田
））

匠
一
套
第
ノ
二
二
号
ノ
二

主
殿
寮
出
張
所
長
へ
回
答
按

一
、
金
六
千
弍
百
参
拾
円
也　

営
繕
番
号
「
臨
第
八
号
」

但
二
条
離
宮
黒
書
院
入
側
天
井
及
小
壁
張
付
張
替
費

右
費
額
ヲ
目
途
ト
シ
起
工
之
儀
、
甲
第
三
号
御
照
会
之
趣
了
承
、
右
稟
議
決
裁
ヲ
得
候
ニ

付
、
御
著

（
着
）

手
相
成
度
、
此
段
及
御
回
答
候
也

明
治
三
十
二
年
二
月
八
日

内
匠
頭

主
殿
寮
出
張
所
長

追
テ
本
工
事
著

（
着
）

手
之
節
協
議
之
儀
ニ
付
、
昨
年
之
通
帝
国
京
都
博
物
館
長
へ
依
嘱
致
置

候
ニ
付
、
御
承
知
相
成
度
、
此
旨
申
添
候
也

〔
第
三
十
四
号
／
主
営
甲
第
三
号
〕
〈
整
理
番
号
：
17
〉

第
三
十
四
号

主
営
甲
第
三
号

二
条
離
宮
黒
書
院
入
側
天
井
及
小
壁
張
付
共
張
替
之
儀
、
予
テ
予
算
取
調
差
出
置
候
処
、

本
年
度
ニ
於
テ
高
金
六
千
弍
百
参
拾
円
御
支
出
可
相
成
旨
御
通
牒
ニ
基
キ
、
別
紙
内
訳
書

差
出
候
条
、
右
金
額
ヲ
目
途
ト
シ
起
工
致
可
然
哉
、
此
段
及
御
照
会
候
也

明
治
三
十
二
年
一
月
十
九
日

　

主
殿
寮
出
張
所
長
心
得
粟
津
職
綱
（
印
）

内
匠
頭　

堤
正
誼
殿

追
テ
右
工
事
ハ
美
術
的
事
業
ニ
付
、
着
手
之
節
ハ
、
昨
年
之
通
山
高
帝
国
京
都
博
物
館

長
へ
合
議
取
扱
致
度
ニ
付
、
予
テ
同
氏
ヘ
依
嘱
之
儀
御
申
入
相
成
候
様
致
度
、
此
段
申

添
候
也

〔
匠
一
套
第
二
二
号
ノ
三
〕
〈
整
理
番
号
：
18
〉

明
治
卅
二
年
二
月
四
日

頭
（
印

（
正
誼
））　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

属
（
印

（
黒
澤
））

（
印

（
不
明
））

土
木
課
（
印

（
和
田
））

匠
一
套
第
ノ
二
二
号
ノ
三

帝
国
京
都
博
物
館
長
へ
照
会
按

二
条
離
宮
黒
書
院
入
側
天
井
及
小
壁
張
付
共
張
替
之
儀
、
本
年
度
ニ
於
テ
継
続
施
工
可
致
之

処
、
右
張
付
金
泥
之
儀
ハ
美
術
的
事
業
ニ
付
、
昨
年
之
通
実
地
著

（
着
）

手
ノ
節
ハ
、
主
殿
寮
出
張

所
長
ヨ
リ
御
協
議
可
致
候
条
、
御
意
見
御
示
シ
相
成
候
様
致
度
、
此
段
及
御
依
頼
候
也

明
治
三
十
二
年
二
月
八
日

　

内
匠
頭

帝
国
京
都
博
物
館
長

〔
匠
一
套
第
二
二
号
ノ
四
／
第
五
一
号
〕
〈
整
理
番
号
：
19
〉

第
五
一
号

二
条
離
宮
黒
書
院
入
側
天
井
及
小
壁
張
替
之
義
、
本
年
度
ニ
於
テ
継
続
施
工
可
相
成
ニ
付
、

本
月
八
日
付
匠
一
套
第
二
二
号
ノ
三
ヲ
以
テ
御
依
頼
之
趣
、
承
知
致
候
、
此
段
及
御
回
答

候
也

明
治
三
十
二
年
二
月
十
四
日

　

帝
国
京
都
博
物
館
長
山
高
信
離
（
印
）

内
匠
頭　

堤
正
誼
殿

匠
一
套
第
二
二
号
ノ
四
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御
上
段
其
外
絵
模
様
縮
写
之
儀
、
匠
一
套
第
五
四
号
ヲ
以
テ
御
照
会
之
趣
了
承
、
右
別
紙

之
通
リ
縮
写
為
致
、
及
御
回
送
候
間
、
御
詮
議
之
上
曩
ノ
図
案
何
分
之
御
答
相
成
度
、
此

段
御
回
答
方
、
及
御
照
会
候
也

明
治
三
十
二
年
三
月
三
十
日

　

主
殿
寮
出
張
所
長
心
得
粟
津
職
鋼
（
印
）

内
匠
頭
堤
正
誼
殿

追
テ
別
紙
図
面
ハ
、
小
包
便
ヲ
以
テ
御
送
付
候
間
、
御
了
知
相
成
度
、
此
段
申
添
候
也

〔
匠
一
套
第
五
四
号
ノ
四
〕
〈
整
理
番
号
：
23
〉

明
治
三
十
二
年
四
月
四
日

頭
（
印

（
正
誼
））　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

属
（
印

（
不
明
））

土
木
課
（
印

（
木
子
清
敬
）

）

匠
一
套
第
ノ
五
四
号
ノ
四

京
都
主
殿
寮
出
張
所
長
へ
回
答
按

二
条
離
宮
二
ノ
丸
黒
書
院
入
側
天
井
及
有
壁
張
付
図
案
曩
ニ
御
送
付
相
成
、
且
右
参
照
ノ

為
メ
御
上
段
其
他
絵
模
様
縮
写
図
添
付
乙
第
六
号
御
照
会
之
趣
了
承
、
右
ハ
御
図
案
之
通

ニ
テ
異
存
無
之
候
条
、
著

（
着
）

手
方
御
取
計
相
成
度
、
此
段
及
御
回
答
候
也

明
治
三
十
二
年
四
月
四
日

内
匠
頭

主
殿
寮
出
張
所
長

追
テ
上
京
中
ノ
山
高
京
都
博
物
館
長
不
日
帰
京
可
相
成
ニ
付
、
同
人
へ
御
協
議
有
之
度
、

且
御
送
付
ノ
図
案
幷
縮
写
図
共
小
包
郵
便
ヲ
以
テ
及
御
返
付
候
条
、
御
査
収
相
成
度
、

此
旨
申
添
候
也

第
一
五
号　

二
条
離
宮
黒
書
院
東
溜
ノ
間
及
蘇
鉄
ノ
間
入
側
天
井
並
小
壁
張
付
張
替
工
事
着

手
可
然
旨
主
殿
寮
出
張
所
長
へ
回
答
ノ
件
（
七
月
）

〔
匠
第
一
套
第
一
六
六
号
ノ
三
〕
〈
整
理
番
号
：
24
〉

明
治
三
十
二
年
七
月
廿
四
日

属　

 

（
印

（
不
明
））　

〔
匠
一
套
第
五
四
号
／
主
営
甲
第
一
四
号
〕
〈
整
理
番
号
：
20
〉

主
営
甲
第
一
四
号

二
条
離
宮
二
ノ
丸
黒
書
院
入
側
天
井
及
有
壁
張
付
図
案
取
調
候
義
、
予
テ
山
高
京
都
帝
国

博
物
館
長
へ
依
頼
致
置
候
処
、
今
般
出
来
候
ニ
付
、
及
御
回
送
候
条
、
右
ニ
基
キ
着
手
致

可
然
哉
、
尤
御
図
案
ハ
大
体
ヲ
示
シ
タ
ル
迄
ニ
シ
テ
実
物
調
製
ニ
臨
候
得
者
、
幾
分
ノ
取

捨
相
加
度
ニ
付
、
予
テ
御
承
知
置
有
之
度
旨
、
山
高
氏
ヨ
リ
示
談
有
之
候
間
、
右
御
含
ノ

上
至
急
御
詮
議
相
成
度
、
此
段
及
御
照
会
候
也

明
治
三
十
二
年
二
月
廿
七
日

主
殿
寮
出
張
所
長
心
得
粟
津
職
綱
（
印
）

匠
一
套
第
五
四
号

内
匠
頭　

堤
正
誼

〔
匠
一
套
第
五
四
号
ノ
二
〕
〈
整
理
番
号
：
21
〉

明
治
三
十
二
年
三
月
一
日

属
（
印

（
不
明
））

頭
（
印

（
正
誼
））　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土
木
課
（
印

（
木
子
清
敬
）

）

監
査
課
（
花

（
不
明
）

押
）

匠
一
套
第
五
四
号
ノ
二

京
都
主
殿
寮
出
張
所
長
へ
回
答
按

二
条
離
宮
二
ノ
丸
黒
書
院
入
側
天
井
及
有
壁
張
付
図
案
、
山
高
京
都
博
物
館
長
へ
依
頼
御

取
調
御
送
付
相
成
候
処
、
右
ハ
前
ゝ
別
図
面
、
御
上
段
外
四
間
ノ
天
井
張
付
模
様
御
参
照

ノ
上
、
詮
議
可
致
ニ
付
、
右
縮
写
之
上
御
回
付
相
成
候
様
致
度
、
此
段
及
御
回
答
候
也

明
治
三
十
二
年
三
月
一
日

内
匠
頭

主
殿
寮
出
張
所
長

〔
匠
一
套
第
五
四
号
ノ
三
／
主
営
乙
第
六
号
〕
〈
整
理
番
号
：
22
〉

主
営
乙
第
六
号

二
条
離
宮
二
ノ
丸
黒
書
院
入
側
天
井
及
有
壁
張
付
図
案
、
曩
ニ
御
送
付
致
候
参
照
之
為
、



197

明治期障壁画制作に係る内匠寮工事録（一）明治三一年から同三三年まで（中野）

頭
（
印

（
正
誼
））　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
計
課
（
印

（
早
野
））

土
木
課
（
印

（
木
子
清
敬
）

）

監
査
課
（
印

（
正
峻
））

匠
第
一
套
第
一
六
六
号
ノ
三

主
殿
寮
出
張
所
長
へ
回
答
案

二
条
離
宮
黒
書
院
東
溜
之
間
及
蘇
鉄
之
間
入
側
天
井
幷
小
壁
張
付
張
替
之
儀
ニ
付
、
図
案

添
付
甲
第
三
四
号
ヲ
以
テ
御
照
会
之
趣
了
承
、
右
ハ
御
来
意
之
通
ニ
テ
異
存
無
之
候
条
、

着
手
方
御
取
計
有
之
度
、
此
段
及
御
回
答
候
也

明
治
三
十
二
年
七
月
五
日

　

内
匠
頭

主
殿
寮
出
張
所
長

追
テ
御
返
書
之
趣
承
知
致
候
、
此
旨
申
添
候
也

本
文
図
案
及
在
来
模
様
図
八
月
十
八
日
小
包
郵
便
ヲ
以
テ
返
付
ス

〔
匠
一
套
第
一
六
六
号
／
主
営
甲
第
三
四
号
〕
〈
整
理
番
号
：
25
〉

主
営
甲
第
三
四
号

二
条
離
宮
黒
書
院
東
溜
ノ
間
及
蘇
鉄
ノ
間
共
入
側
天
井
幷
小
壁
張
付
之
儀
者
、
来
三
十
三

年
度
ニ
於
テ
張
替
可
相
成
予
定
ニ
有
之
候
処
、
本
年
度
所
属
経
費
ニ
応
分
之
余
裕
生
候
ニ

就
テ
ハ
、
本
年
度
ヘ
繰
上
張
替
致
度
存
候
間
、
図
案
取
調
方
山
高
京
都
帝
国
博
物
館
長
ヘ

依
頼
致
置
候
処
、
別
紙
之
通
出
来
致
候
、
付
テ
ハ
御
図
案
ニ
基
キ
着
手
致
可
然
哉
、
尤
モ

実
地
調
整
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
幾
分
之
取
捨
相
加
度
候
間
、
予
テ
御
承
知
置
有
之
度
旨
、

山
高
氏
ヨ
リ
示
談
有
之
候
条
、
右
御
含
ノ
上
至
急
御
詮
議
相
成
度
、
此
段
及
御
照
会
候
也

明
治
三
十
二
年
七
月
四
日

第
五
十
号　
　

主
殿
寮
出
張
所
長
心
得
粟
津
職
綱
（
印
）

匠
一
套
第
一
六
六
号

内
匠
頭　

堤
正
誼
殿

追
テ
黒
書
院
東
溜
リ
ノ
間
小
壁
張
付
ハ
曩
ニ
決
裁
済
ニ
付
、
目
下
絵
画
調
整
中
ニ
有
之

候
得
共
、
天
井
張
付
ハ
経
費
支
出
ノ
都
合
ニ
ヨ
リ
三
十
三
年
度
ニ
操

（
繰
）

越
候
儀
ニ
有
之
候
、

又
蘇
鉄
ノ
間
ハ
元
ヨ
リ
明
年
度
着
手
之
見
込
ニ
有
之
候
得
共
、
前
陳
之
通
余
裕
ヲ
生
候

為
本
年
度
へ
繰
上
度
、
但
天
井
ハ
別
紙
見
本
之
通
ニ
シ
テ
、
有
壁
其
他
戸
襖
等
ハ
無
地

金
箔
押
ニ
可
致
見
込
ニ
有
之
候
、
為
念
此
段
副
申
候
也

〔
匠
一
套
第
一
六
六
号
ノ
二
／
主
営
甲
第
三
八
号
〕
〈
整
理
番
号
：
26
〉

主
営
甲
第
三
八
号

本
月
四
日
付
主
営
甲
第
三
四
号
ヲ
以
テ
、
及
御
照
会
置
候
二
条
離
宮
黒
書
院
東
溜
之
間
及

蘇
鉄
之
間
共
入
側
天
井
幷
小
壁
張
付
張
替
ニ
対
シ
、
在
来
之
模
様
図
可
差
出
旨
木
子
技
師

ヨ
リ
示
談
有
之
候
ニ
付
、
別
紙
小
包
郵
便
ヲ
以
テ
及
御
送
付
候
条
、
御
落
手
有
之
度
候
也

明
治
三
十
二
年
七
月
十
三
日

　

主
殿
寮
出
張
所

内
匠
寮御

中

匠
一
套
第
一
六
六
号
ノ
二

〔
主
営
甲
第
三
四
号
〕
〈
整
理
番
号
：
27
〉

主
営
甲
第
三
四
号

二
条
離
宮
黒
書
院
東
溜
ノ
間
及
蘇
鉄
ノ
間
共
、
入
側
天
井
並
小
壁
張
付
之
儀
ハ
、
来

三
十
三
年
度
ニ
於
テ
張
替
可
相
成
予
定
ニ
有
之
候
処
、
本
年
度
所
属
経
費
ニ
応
分
之
余
裕

ヲ
生
シ
候
ニ
就
テ
ハ
、
本
年
度
ヘ
繰
上
張
替
致
度
存
候
間
、
図
案
取
調
方
山
高
京
都
帝
国

博
物
館
長
ヘ
依
頼
致
置
候
処
、
別
紙
之
通
出
来
致
候
ニ
付
テ
ハ
、
御
図
案
ニ
基
キ
着
手
致

可
然
哉
、
尤
モ
実
地
調
整
之
場
合
ニ
於
テ
ハ
幾
分
ノ
取
捨
相
加
度
候
間
、
予
テ
御
承
知
置

有
之
度
旨
、
山
高
氏
ヨ
リ
示
談
有
之
候
間条

、
右
御
含
ノ
上
至
急
御
詮
議
相
成
度
、
此
段
及

御
照
会
候
也

明
治
三
十
二
年
七
月
四
日

主
殿
寮
出
張
所
長
心
得
粟
津
職
綱

内
匠
頭
堤
正
誼
殿

追
テ
黒
書
院
東
溜
ノ
間
小
壁
張
付
ハ
曩
ニ
決
裁
済
ニ
付
、
目
下
絵
画
調
製
中
ニ
有
之
候

へ
共
、
天
井
張
付
ハ
経
費
支
出
ノ
都
合
ニ
依
リ
三
十
三
年
度
ニ
操

（
繰
）

越
候
儀
ニ
有
之
候
、

又
蘇
鉄
ノ
間
ハ
元
ヨ
リ
明
年
度
着
手
之
見
込
ニ
有
之
候
得
共
、
前
陳
之
通
余
裕
ヲ
生
候
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資料紹介

宮
殿
費　

宮
殿
土
木
費　

京
都
二
条
離
宮
張
付
仕
替
費

高
金
四
万
千
参
拾
六
円
弐
拾
六
銭
弐
厘

一
、
金
四
千
六
百
円
也

但
京
都
二
条
離
宮
張
付
仕
替
費
支
出

外
金
八
千
五
百
五
拾
四
円
九
拾
弐
銭
四
厘　
　
　

三
十
一
年
度

三
十
二
年
度　

所
属

金
弐
万
七
千
八
百
八
拾
壱
円
参
拾
参
銭
八
厘　

三
十
四
年
度
以
降
支
出

右
者
京
都
二
条
離
宮
張
付
仕
替
費
之
義
ハ
、
曩
ニ
稟
議
済
之
処
、
今
般
現
場
著

（
着
）

手
及
度
、

設
計
書
相
添
此
段
稟
議
候
也

〔
臨
第
八
号
〕
〈
整
理
番
号
：
30
〉

二
条
離
宮
大
広
間
入
側
天
井
張
付
仕
替
概
算
書

頭 

代
理
（
印

（
廣
橋
））　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

土
木
課
（
印

（
木
子
清
敬
）

）

庶
務
課
（
印

（
不
明
））

会
計
課
（
印

（
早
野
））

監
査
課
（
印

（
正
峻
））

臨
第
八
号

高
金
四
万
千
参
拾
六
円
弐
拾
六
銭
弍
厘

一
、
金
四
千
六
百
円
也　

三
十
三
年
度
支
出

外
金
八
千
五
百
五
拾
四
円
九
拾
弐
銭
四
厘　
　
　

三
十
一
年
度

三
十
二
年
度　

所
属

金
弐
万
七
千
八
百
八
拾
壱
円
参
拾
参
銭
八
厘　

三
十
四
年
度
以
降
支
出

内
訳

名
称

員
数

価
格

　
　
　
　

小
計	

天
井
張
付
骨
締
ま
り

九
拾
壱
坪
三
合
四
勺

三
九
〇
〇

三
五
六
二
二
六

純
金
箔
五
十
七
分
方

弍
万
五
千
枚

三
七
五
〇

九
三
七
五
〇
〇

紺
青

六
拾
目

一
〇
〇
〇

六
〇
〇
〇
〇

郡
緑

五
拾
目

一
二
〇
〇

六
〇
〇
〇
〇

白
郡

八
拾
目

一
〇
〇
〇

八
〇
〇
〇
〇

金
泥

五
拾
五
目

五
〇
〇
〇

二
七
五
〇
〇
〇

画
工

参
千
人

八
〇
〇

二
四
〇
〇
〇
〇
〇

天
井
格
組
釣
木
張
下
枠
檜
材

尺　

三
本

二
五
〇
〇
〇

七
五
〇
〇
〇

木
挽
職

五
拾
人

五
〇
〇

二
五
〇
〇
〇

為
メ
本
年
度
へ
操

（
繰
）

上
度
、
但
天
井
ハ
別
紙
見
本
之
通
ニ
シ
テ
、
有
壁
其
他
戸
襖
等
ハ
無

地
金
箔
押
ニ
可
致
見
込
ニ
有
之
候
、
為
念
此
段
副
申
候
也

【
資
料
06
】『
内
匠
寮　

明
治
三
十
三
年　

工
事
録
二
』
概
算
稟
議
（
識
別
番
号
三
九
八
六-

二
）

第
一
号　

二
条
離
宮
張
付
仕
替
並
京
都
御
所
内
下
水
取
設
費
支
出

〔
内
匠
寮
第
壱
号
〕
〈
整
理
番
号
：
28
〉

立
案　

明
治
三
十
二
年
十
二
月
十
四
日　
　
　

内
匠
頭
堤
正
誼
（
印
）

決
裁　

明
治
三
十
二
年
十
二
月
廿
三
日

大
臣
（
印

（
光
顕
））

内
（
渡
辺
千
秋
）

蔵
頭
（
花
押
）
内
蔵
助

次
官
（
印

（
川
口
））

調
査
課
長
（
印

（
廣
橋
））

調
査
課
次
長
（
印

（
桂
潜
））

三
十
三
年
度

継
続
臨
時
費
支
出
ノ
義
稟
議

宮
殿
費　

宮
殿
土
木
費　

京
都
二
条
離
宮
張
付
仕
替
費

高
金
四
万
千
参
拾
六
円
弐
拾
六
銭
弐
厘

一
、
金
四
千
六
百
円
也

但
京
都
二
条
離
宮
張
付
仕
替
費
支
出

外 

金
八
千
五
百
五
拾
四
円
九
拾
弐
銭
四
厘　

三
十
一
年
度

三
十
二
年
度　

所
属

金
弐
万
七
千
八
百
八
拾
壱
円
参
拾
参
銭
八
厘　

三
十
四
年
度
以
降
支
出

（
中
略
）

右
者
但
書
ノ
理
由
ニ
依
テ
要
ス
ル
経
費
ニ
付
、
支
出
相
成
度
此
段
稟
議
候
也

追
テ
設
計
書
調
整
、
更
ニ
稟
議
可
及
候

第
九
号　

二
条
離
宮
大
広
間
天
井
張
付
仕
替

〔
内
匠
寮
第
十
六
号
〕
〈
整
理
番
号
：
29
〉

立
案　

明
治
三
十
三
年
一
月
十
七
日　
　
　

内
匠
頭
堤
正
誼　

代
理　

決
裁　

明
治
三
十
三
年
一
月 

廿 

日　
　
　
　
　

調
査
課
長
伯
爵
廣
橋
督
光
（
印
）

大
臣　
　
　
　
　
　

内
（
渡
辺
千
秋
）

蔵
頭
（
花
押
）　
　
　

内
蔵
助
（
印

（
中
田
））

次
官
（
印

（
川
口
））　

　

 

調
査
課
長
（
印

（
廣
橋
））　

　
　

調
査
課
次
長

三
十
三
年
度　

臨
時
費
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明治期障壁画制作に係る内匠寮工事録（一）明治三一年から同三三年まで（中野）

大
工
職

弍
百
人

五
〇
〇

一
〇
〇
〇
〇
〇

大
小
釘
銯

四
拾
八
貫
百
八
拾
五
目

四
〇
〇

一
九
二
七
四

場
所
付
雇

参
百
人

六
〇
〇

一
八
〇
〇
〇
〇

大
工
手
元
手
伝

八
拾
人

四
〇
〇

四
〇
〇
〇
〇
〇

右
仕
様

〆

大
広
間
御
縁
座
敷
天
井
八
拾
六
坪
壱
合
六
勺
、
御
調
台
天
井
五
坪
壱
合
八
勺
、
在
来
張
付

取
払
、
格
天
井
釣
直
シ
、
張
付
下
地
繕
直
シ
、
骨　

リ
ヨ
リ
上
ハ
張
迄
八
度
張
、
金
箔
押

絵
模
様
ニ
張
替
出
来
之
事

（
図
４
：
二
之
丸
御
殿
大
広
間
の
四
方
入
側
と
帳
台
の
間
に
着
色
）

【
資
料
07
】『
内
匠
寮　

明
治
三
十
三
年　

工
事
録
三
』
概
算
稟
議
（
識
別
番
号
三
九
八
六-

三
）

第
二
号　

二
条
離
宮
張
付
仕
替
費
外
三
廉
支
出

〔
内
匠
寮
第
八
十
八
号
〕
〈
整
理
番
号
：
31
〉

内
匠
寮
第
八
十
八
号

立
案　

明
治
三
十
三
年
三
月
廿
七
日　

内
匠
頭
堤
正
誼
（
印
）

決
裁　

明
治
卅
三
年
三
月
廿
九
日

大
臣
（
印
）　

 

　
　

 

内
（
渡
辺
千
秋
）

蔵
頭
（
花
押
）　

 
 

内
蔵
助
（
印

（
醇
一
））

次
官
（
印

（
川
口
））　

　
　

調
査
課
長
（
印

（
廣
橋
））　

　

調
査
課
次
長
（
印

（
桂
潜
））

（
印

（
Ｉ
Ｍ
ヵ
））

三
十
三
年
度　

臨
時
費

宮
殿
費　

宮
殿
土
木
費　

京
都
二
条
離
宮
張
付
仕
替
費

一
、
金
二
拾
四
円
拾
八
銭
七
厘

但
京
都
二
条
離
宮
張
付
仕
替
費
追
増
支
出

（
中
略
）

右
者
工
事
未
了
ニ
付
三
十
二
年
度
ニ
於
テ
減
額
之
分
、
更
ニ
本
年
度
ニ
於
テ
支
出
相
成
度

此
段
稟
議
候
也

〔
匠
一
套
第
二
二
五
号
／
主
営
甲
第
二
二
号
〕
〈
整
理
番
号
：
32
〉

主
営
甲
第
二
二
号

三
十
二
年
度
二
条
離
宮
黒
書
院
入
側
天
井
及
小
壁
張
付
張
替
工
費
決
算
残
額
金
弐
拾
四
円

拾
八
銭
七
厘
、

三
十
三
年
度
同
離
宮
大
広
間
天
井
張
付
仕
替
費
ノ
内
へ
操

（
繰
）

越
追
加
相
成
度
、
此
段
及
御
照

会
候
也

明
治
三
十
三
年
三
月
二
十
三
日

主
殿
寮
出
張
所
長
中
川
忠
純
（
印
）

内
匠
頭
堤
正
誼
殿

匠
一
套
第
二
二
五
号

【
資
料
08
】『
内
匠
寮　

明
治
三
十
三
年　

工
事
録
十
』
伺
及
往
復
（
識
別
番
号
三
九
八
六-

一
〇
）

第
一
八
号　

二
条
離
宮
大
広
間
天
井
張
付
仕
替
工
事
着
手
可
然
旨
、
主
殿
寮
出
張
所
長
へ
回

答
ノ
件
（
六
月
）

〔
匠
一
套
第
八
号
ノ
二
〕
〈
整
理
番
号
：
33
〉

明
治
卅
三
年
一
月
廿
三
日

頭
（
印

（
正
誼
））　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　

属
（
印

（
黒
澤
））

会
計
課
（
印

（
早
野
））

土
木
課
（
印

（
木
子
清
敬
）

）

匠
一
套
第
八
号
ノ
二

主
殿
寮
出
張
所
長
へ
回
答
按

二
条
離
宮
大
広
間
天
井
張
付
仕
替
費
金
四
千
六
百
円
ヲ
目
途
ト
シ
、
起
工
之
儀
甲
第
四
号

御
照
会
之
趣
了
承
、
右
稟
議
決
裁
ヲ
得
候
ニ
付
御
著

（
着
）

手
相
成
度
、
此
段
及
御
回
答
候
也

明
治
三
十
三
年
一
月
廿
三
日

内
匠
頭

主
殿
寮
出
張
所
長

追
テ
本
文
営
繕
番
号
ハ
「
臨
第
八
号
」
ニ
有
之
、
且
工
事
著

（
着
）

手
ノ
節
協
議
之
儀
ニ
付
、

昨
年
之
通
帝
国
京
都
博
物
館
長
ヘ
依
嘱
致
置
候
条
、
御
承
知
相
成
度
、
此
旨
申
添
候
也

〔
匠
一
套
第
八
号
／
主
営
甲
第
四
号
〕
〈
整
理
番
号
：
34
〉

匠
一
套
第
八
号

主
営
甲
第
四
号

二
条
離
宮
大
広
間
天
井
張
付
仕
替
之
儀
、
予
テ
予
算
取
調
差
出
置
候
処
、
本
年
度
ニ
於
テ
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匠
一
套
第
八
号
ノ
四

〔
匠
一
套
第
二
二
五
号
ノ
二
〕
〈
整
理
番
号
：
37
〉

明
治
三
十
三
年
三
月
廿
九
日

頭
（
印

（
正
誼
））　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

庶
務
課
（
印

（
黒
澤
））

会
計
課
（
印

（
早
野
））

匠
一
套
第
二
二
五
号
ノ
二

主
殿
寮
出
張
所
長
へ
回
答
案

三
十
二
年
度
二
条
離
宮
黒
書
院
天
井
及
小
壁
張
付
張
替
費
残
額
金
弐
拾
四
円
拾
八
銭
七

厘
、
本
年
度
同
離
宮
大
広
間
天
井
張
付
仕
替
費
ノ
内
へ
繰
越
追
加
之
儀
、
甲
第
二
二
号
御

照
会
之
趣
了
承
、
右
稟
議
決
裁
ヲ
得
候
ニ
付
、
御
承
知
相
成
度
、
此
段
及
御
回
答
候
也

明
治
三
十
三
年
三
月
廿
九
日

内
匠
頭

主
殿
寮
出
張
所
長

〔
匠
一
套
第
二
二
五
号
／
主
営
甲
第
二
二
号
〕
〈
整
理
番
号
：
38
〉

主
営
甲
第
二
二
号

三
十
二
年
度
二
条
離
宮
黒
書
院
天
井
及
小
壁
張
付
張
替
工
費
決
算
残
額
金
弐
拾
四
円
拾
八

銭
七
厘
、
三
十
三
年
度
同
離
宮
大
広
間
天
井
張
付
仕
替
費
ノ
内
へ
繰
越
追
加
相
成
度
、
此

段
及
御
照
会
候
也

明
治
三
十
三
年
三
月
二
十
三
日

主
殿
寮
出
張
所
長
中
川
忠
純

内
匠
頭
堤
正
誼
殿

匠
一
套
第
二
二
五
号

〔
匠
一
套
第
一
一
〇
号
ノ
二
〕
〈
整
理
番
号
：
39
〉

明
治
卅
三
年
六
月
十
二
日　
　
　

頭
（
印

（
正
誼
））　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庶
務
課
（
印

（
黒
澤
））

土
木
課
（
印

（
木
子
清
敬
）

）

高
金
四
千
六
百
円
御
支
出
可
相
成
旨
御
通
牒
ニ
基
キ
、
別
紙
内
訳
書
差
出
候
条
、
在
金
額

ヲ
目
途
ト
シ
起
工
致
可
然
哉
、
此
段
及
御
照
会
候
也

明
治
三
十
三
年
一
月
九
日

主
殿
寮
出
張
所
長
中
川
忠
純
（
印
）

内
匠
頭
堤
正
誼
殿

追
テ
右
工
事
ハ
美
術
的
事
業
ニ
付
、
着
手
之
節
ハ
昨
年
之
通
リ
山
高
帝
国
京
都
博
物
館

長
へ
合
議
取
扱
致
度
ニ
付
、
予
テ
同
氏
ヘ
依
嘱
之
儀
御
申
入
相
成
候
様
致
度
、
此
段
申

添
候
也

〔
匠
一
套
第
八
号
ノ
三
〕
〈
整
理
番
号
：
35
〉

明
治
卅
三
年
一
月
廿
三
日　

 
 
 
 
 

属
（
印

（
黒
澤
））

頭
（
印

（
正
誼
））　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

土
木
課
（
印

（
木
子
清
敬
）

）

匠
一
套
第
ノ
八
号
ノ
三

帝
国
京
都
博
物
館
長
へ
照
会
案

二
条
離
宮
大
広
間
天
井
張
付
張
替
之
儀
、
本
年
度
ニ
於
テ
継
続
施
工
可
致
之
処
、
右
張
付

之
儀
ハ
美
術
的
事
業
ニ
付
、
昨
年
之
通
実
地
著

（
着
）

手
ノ
節
ハ
、
主
殿
寮
出
張
所
長
ヨ
リ
御

協
議
可
致
候
条
、
御
意
見
御
示
シ
相
成
候
様
致
度
、
此
段
及
御
依
頼
候
也

明
治
三
十
三
年
一
月
廿
三
日

内
匠
頭

帝
国
京
都
博
物
館
長

〔
匠
一
套
第
八
号
ノ
四
〕
〈
整
理
番
号
：
36
〉

第
六
一
号

二
条
離
宮
大
広
間
天
井
張
付
張
替
之
義
、
本
年
度
ニ
於
テ
継
続
施
工
可
相
成
ニ
付
、
一
月

廿
三
日
匠
一
套
第
八
号
ノ
三
ヲ
以
テ
御
依
頼
之
趣
承
知
致
候
、
此
段
及
御
回
答
候
也

明
治
三
十
三
年
二
月
五
日

　

帝
国
京
都
博
物
館
長
山
高
信
離
（
印
）

内
匠
頭
堤
正
誼
殿
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監
査
課
（
印

（
正
峻
））

匠
一
套
第
一
一
〇
号
ノ
二

主
殿
領
出
張
所
長
へ
回
答
案

二
条
離
宮
二
ノ
丸
大
広
間
入
側
天
井
張
付
図
案
山
高
京
都
帝
国
博
物
館
長
へ
依
頼
ノ
分
出

来
ニ
付
、
右
ニ
基
キ
着
手
之
儀
該
図
案
添
付
甲
第
三
五
号
ヲ
以
テ
御
照
会
之
趣
了
承
、
右

異
存
無
之
候
条
、
御
着
手
相
成
度
、
此
段
及
御
回
答
候
也

明
治
三
十
三
年
六
月
十
三
日

内
匠
頭

主
殿
寮
出
張
所
長

追
テ
御
返
書
之
趣
モ
致
承
知
候
、
且
本
文
図
案
ハ
、
小
包
郵
便
ヲ
以
テ
及
御
返
付
候
、

此
旨
申
添
候
也

〔
匠
一
套
第
一
一
〇
号
／
主
営
甲
第
三
五
号
〕
〈
整
理
番
号
：
40
〉

主
営
甲
第
三
五
号

二
条
離
宮
二
ノ
丸
大
広
間
入
側
天
井
張
付
図
案
取
調
之
儀
、
予
テ
山
高
京
都
帝
国
博
物
館

長
へ
依
頼
致
置
候
処
、
今
般
出
来
候
ニ
付
、
及
御
回
送
候
条
、
右
ニ
基
キ
着
手
致
可
然
哉
、

尤
モ
該
図
案
ハ
卑
竟
大
体
を
示
シ
タ
ル
迄
ニ
シ
テ
、
現
物
調
製
ニ
臨
候
得
者
幾
分
ノ
取
捨

相
加
へ
度
ニ
付
、
予
テ
御
承
知
置
有
之
度
旨
、
山
高
氏
ヨ
リ
示
談
有
之
候
間
、
右
御
含
之

上
至
急
御
詮
議
相
成
度
、
此
段
及
御
照
会
候
也

明
治
三
十
三
年
六
月
二
日

主
殿
寮
出
張
所
長
中
川
忠
純
（
印
）

内
匠
頭
男
爵
堤
正
誼
殿

追
テ
御
調
台
ノ
間
天
井
張
付
ノ
儀
ハ
、
無
地
金
箔
押
ニ
テ
調
製
ノ
見
込
ニ
有
之
候
条
、

此
段
申
添
候
也

別
紙
照
会
ニ
対
ス
ル
図
案
拾
枚
ハ
、
小
包
郵
便
ヲ
以
テ
差
出
置
候
間
、
御
裁
可
済
之
上
ハ
、

至
急
御
返
戻
相
成
候
様
御
取
計
有
之
度
、
此
段
申
進
候
也　

明
治
三
十
三
年
六
月
二
日

主
殿
寮
出
張
所

営
繕
係
（
印
）

内
匠
寮

庶
務
課
御
中

【
資
料
09
】
『
内
匠
寮　

明
治
三
十
三
年　

工
事
録
十
一
』
落
成
上
申

（
識
別
番
号
三
九
八
六-

一
一
）

第
二
〇
号　

二
条
離
宮
黒
書
院
張
付
仕
替

〔
臨
第
八
号
〕
〈
整
理
番
号
：
41
〉

立
按　

明
治
三
十
三
年
三
月
二
十
一
日　

内
匠
寮
技
手　

柴
田
四
子
吉
（
印
）

決
裁　

明
治　
　
　

年　

月　
　
　

日

長
（
印

（
中
川
））　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

会
計
課
（
印

（
梶
田
））

課
長
（
印

（
寺
西
））

臨
第
八
号

二
条
離
宮
黒
書
院
張
付
仕
替
工
事
仕
上
上
申

決
裁　

明
治
三
十
二
年
二
月
八
日

概
算
高　

六
千
弐
百
参
拾
円
也

決
算
高　

金
六
千
弐
百
五
円
八
拾
壱
銭
参
厘

起
工　

明
治
三
十
二
年
二
月
十
日

竣
工　

明
治
三
十
三
年
三
月
十
七
日

出
来
形　

黒
書
院
掾

（
縁
）

座
敷
天
井
四
拾
弍
坪
、
溜
ノ
間
天
井
弍
拾
九
坪
弍
合
、
有
壁
張
付

参
拾
九
坪
六
合
八
勺
、
絵
模
様
金
箔
押
砂
子
蒔
等
、
下
地
ヨ
リ
張
替
、
上
張
四
分
一
打

立
、
幷
ニ
蘇
鉄
之
間
天
井
絵
模
様
弍
拾
四
坪
五
勺
、
壁
戸
襖
張
付
参
拾
五
坪
八
勺
、
純

金
箔
押
共
出
来
之
事

職
名
及
品
目

金
員

摘
要

人
名

場
所
付
雇

七
〇
八
五
〇

場
所
付
雇
給

竹
村
貞
治

同

六
五
五
〇
〇

同

三
角
有
経

同

六
五
五
〇
〇

同

森
田
昌
保

大
工
職

一
六
四
〇
〇
〇

画
工
場
建
増

片
山
嘉
吉

経
師
職

二
九
一
〇
五
八

入
側
天
井
張
付
仕
替

清
水
新
助

画
工

四
四
八
〇
〇

黒
書
院
絵
画
縮
写

久
保
田
桃
水
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合
計

六
二
〇
五
八
一
三

仕
上
減

二
四
一
八
七

	

〔
臨
第
八
号
〕
〈
整
理
番
号
：
42
〉

臨
第
八
号

長
（
印

（
中
川
））　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会
計
課
（
印

（
梶
田
））

課
長
（
印

（
寺
西
））

二
条
離
宮
黒
書
院
張
付
張
替
工
事
仕
上
々
申
書

管
理

番
号

年

月
日

摘
要

概
算
伺
高

円

申
付
高

円

請
負
者
人
名

精
算
月
日

臨
八

三
二

二
ノ
八

決
裁
額

二
八
、
二
三
〇

内
訳

一
式
請
負
費

四

三
二

二
ノ
一
三

画
工
場
建
増

一
六
四
〇
〇
〇

片
山
嘉
吉

三
月
四
日

五

同

二
ノ
一
四

入
側
天
井
張
付
仕
替

二
九
一
〇
五
八

清
水
新
助

十
二
月
九
日

二
一

同

八
ノ
二
四

溜
ノ
間
蘇
鉄
ノ
間
天
井
張
替

二
二
九
二
二
九

同
人

十
一
月
廿
日

二
三

同

九
ノ
二
〇

蘇
鉄
ノ
間
張
付

一
五
九
四
一
〇

同
人

十
二
月
九
日

二
四

同

九
ノ
一
五

仮
枠
張
付

四
六
二
五
〇

同
人

十
月
廿
三
日

計

八
八
九
九
四
七

物
品
購
入
費

一
〇

同

四
ノ
一
九

上
ハ
張
鳥
ノ
子
紙
購
入

一
二
三
七
五
〇

田
中
宗
助

五
月
廿
一
日

一
一

同

同

同
色
紙
購
入

二
三
六
六
一

清
水
新
助

十
月
廿
五
日

一
二

同

五
ノ
二

天
井
張
付
用
金
箔
購
入

四
七
一
二
四
〇

河
本
喜
兵
衛

十
一
月
廿
一
日

一
三

同

五
ノ
二
〇

張
付
金
銀
箔
購
入

二
八
、
九
六
二
〇

同
人

十
二
月
九
日

二
八

同

一
〇
ノ
七

純
金
三
寸
七
分
箔
購
入

九
七
五
〇
〇

福
田
重
助

十
二
月
廿
日

二
九

同

同

青
四
寸
箔
購
入

五
一
七
六
五

河
本
喜
兵
衛

十
二
月
九
日

三
〇

同

同

大
焼
三
寸
一
分
箔
購
入

一
二
四
三
二
〇

岩
坪
五
兵
衛

十
二
月
九
日

三
一

同

同

純
金
四
寸
二
分
箔
購
入

五
三
七
二
〇
〇

児
玉
伊
右
衛
門

十
二
月
一
二
日

四
三

同

一
二
ノ
五

溜
ノ
間
張
付
用
絵
具
白
ノ

群
購
入

九
四
一
五
〇

熊
谷
直
之

十
二
月
五
日

四
六

同

一
〇
六

純
金
四
寸
二
分
箔
購
入

六
一
二
〇
〇

児
玉
伊
右
衛
門

三
十
三
年

一
月
九
日

計

一
、
八
七
四
四
〇
六

職
工
費

一

同

二
ノ
五

場
所
付
雇
給

八
五
一
五
〇

竹
村
貞
治

五
月
三
十
日
更
正
払

同

同

五
ノ
三
〇

場
所
付
雇
日
数
減
ニ
付
更
正

八
五
一
五
〇

同

同

同

場
所
付
雇
給

七
〇
八
五
〇

竹
村
貞
治

五
月
三
十
日

二

同

二
ノ
一
二

場
所
付
雇
給

六
五
五
〇
〇

三
角
有
経

六
月
廿
一
日

三

同

同

同

六
五
五
〇
〇

森
田
昌
保

同

六

同

二
ノ
一
七

黒
書
院
絵
画
縮
写

四
四
八
〇
〇

久
保
田
桃
水

四
月
一
日

同

四
〇
八
〇
〇
〇

長
押
上
地
付
張
付
画
工

望
月
玉
泉

同

二
七
〇
四
〇
〇

東
溜
同
上

巨
勢
小
石

同

七
九
八
〇
〇
〇

入
側
天
井
同
上

久
保
田
桃
水

鳥
子
紙

一
二
三
七
五
〇

上
ハ
張
鳥
子
紙
購
入

田
中
宗
助

色
染
紙

二
三
六
六
一

上
ハ
張
紙
色
染

清
水
新
助

金
箔

四
七
一
二
四
〇

天
井
張
付
用
金
箔
購
入

河
本
喜
兵
衛

金
箔

二
八
九
六
二
〇

張
付
金
銀
箔
購
入

同
人

場
所
付
雇

九
七
〇
〇
〇

場
所
付
雇
給

森
田
昌
保

同

七
三
〇
〇
〇

同

三
角
有
経

同

一
〇
七
二
五
〇

同

柴
田
米
造

同

一
〇
一
七
〇
〇

同

竹
村
貞
治

画
工

四
八
〇
〇
〇

大
広
間
絵
画
縮
写

竹
内
雅
隆

同

三
〇
三
八
〇
〇

蘇
鉄
間
天
井
絵
画
同
上	

岸
九
岳

同

三
八
八
三
六
〇

東
溜
間
天
井
絵
画

巨
勢
小
石

経
師
職

二
二
九
二
二
九

溜
ノ
間
蘇
鉄
ノ
間
天
井
張
替

清
水
新
助

大
工
職

二
五
〇
〇
〇

張
付
枠
繕
ヒ

篠
田
忠
兵
衛

経
師
職

一
五
九
四
一
〇

蘇
鉄
ノ
間
張
付

清
水
新
助

同

四
二
八
二
五
〇

仮
枠
張
付

同
人

画
工

三
〇
四
〇
〇

絵
画
縮
写
画
工

竹
内
雅
隆

大
工
職

四
四
二
五
〇

張
付
下
枠
繕
ヒ

篠
田
忠
兵
衛

同

一
五
〇
〇
〇

仮
枠
仕
拵

同
人

金
箔

九
七
五
〇
〇

純
金
三
寸
七
分
箔
購
入

福
田
重
助

青
箔

五
一
七
六
五

青
四
寸
箔
購
入

河
本
喜
兵
衛

大
焼
箔

一
二
四
三
二
〇

大
焼
三
寸
一
分
箔
購
入

岩
坪
五
兵
衛

金
箔

五
三
七
二
〇
〇

純
金
四
寸
二
分
箔
購
入

児
玉
伊
左
衛
門

画
工

四
六
四
〇
〇

天
井
縮
写
画
工

岸
九
岳

画
工

三
五
〇
二
〇
〇

大
広
間
張
付
縮
写
画
工

竹
内
雅
隆

大
工
職

二
三
五
〇
〇

天
井
張
付
枠
直
シ

篠
田
忠
兵
衛

手
伝
職

九
四
〇
〇

同
大
工
手
元
人
夫

福
井
彦
太
郎

大
工
職

四
九
〇
〇
〇

木
材
挽
立

小
林
瀧
之
助

画
工

一
三
六
〇
〇

天
井
絵
画
縮
写
画
工

岸
九
岳

錺
職

八
〇
〇
〇

天
井
金
釣
直
シ

寺
本
勘
助

大
工
職

一
七
七
五
〇

張
付
下
地
枠
挽
立

小
林
滝
之
助

経
師
職

四
二
〇
〇
〇

蘇
鉄
ノ
間
張
付
箔
押

三
浦
俣
造

大
工
職

二
六
二
五
〇

張
付
下
枠
繕
ヒ

篠
田
忠
兵
衛

場
所
付
雇

一
一
一
〇
〇

場
所
付
雇
給

内
藤
叙
助

絵
ノ
具

九
四
一
五
〇

溜
ノ
間
張
付
絵
具
白
郡
購
入

熊
谷
直
之

大
工
職

四
六
八
七
五

張
付
下
地
拵

篠
田
忠
兵
衛

画
工

三
〇
四
〇
〇

白
書
院
絵
画
縮
写

竹
内
雅
隆

金
箔

六
一
二
〇
〇

純
金
四
寸
二
分
箔
購
入

児
玉
伊
右
衛
門

画
工

九
九
二
〇
〇

白
書
院
絵
画
縮
写

竹
内
雅
隆

分
拆

一
二
四
七
五

張
付
金
銀
砂
子
塵
芥
分
拆

河
本
喜
兵
衛

大
工
職

三
五
〇
〇

張
付
下
地
繕

篠
田
忠
兵
衛
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七

同

四
ノ
一
七

長
押
上
地
張
付
画
工

四
〇
八
〇
〇
〇

望
月
玉
泉

三
十
三
年

三
月
廿
一
日

八

同

同

東
溜
ノ
間
同

二
七
〇
四
〇
〇

巨
勢
小
石

十
二
月
四
日

九

同

同

入
側
天
井
同

七
九
八
〇
〇
〇

久
保
田
桃
水

十
一
月
廿
一
日

十
四

同

六
ノ
三

場
所
付
雇
給

九
七
〇
〇
〇

森
田
昌
保

十
二
月
二
十
一
日

十
五

同

六
ノ
二
一

同

九
七
〇
〇
〇

三
角
有
経

十
二
月
三
十
一
日

更
正
払

同

同

三
ノ
三
一

場
所
付
雇
出
勤 

日
数
減
ニ

付
更
正

九
七
〇
〇
〇

同

同

同

場
所
付
雇
給

七
三
〇
〇
〇

三
角
有
経

十
二
月
三
十
一
日

一
六

同

六
ノ
二
一

同

一
〇
七
二
五
〇

柴
田
米
造

同

一
七

同

七
ノ
一
五

同

一
一
一
七
〇
〇

竹
村
貞
治

同

一
八

同

八
ノ
七

大
廣
間
絵
画
縮
写

四
八
〇
〇
〇

竹
内
雅
隆

八
月
十
五
日

一
九

三
二

八
ノ
一
五

蘇
鉄
間
絵
画
縮
写

三
〇
三
八
〇
〇

岸
九
岳

十
一
月
廿
一
日

二
〇

同

八
ノ
一
七

東
溜
ノ
間
天
井
同

三
八
八
三
六
〇

巨
勢
小
石

三
十
三
年

三
月
廿
一
日

二
五

同

九
ノ
一
八

絵
画
縮
写

三
〇
四
〇
〇

竹
内
雅
隆

九
月
二
十
一
日

二
二

同

八
ノ
二
四

張
付
枠
繕
ヒ

二
五
〇
〇
〇

篠
田
忠
兵
衛

八
月
廿
四
日

二
六

同

九
ノ
二
二

張
付
下
枠
繕
ヒ

四
四
二
五
〇

同
人

九
月
廿
五
日

二
七

同

九
ノ
二
五

仮
枠
仕
拵

一
五
〇
〇
〇

同
人

同

三
二

同

一
〇
ノ
一
八

天
井
縮
写
画
工

四
六
四
〇
〇

岸
九
岳

十
月
廿
三
日

三
三

同

一
〇
ノ
二
〇

大
広
間
縮
写
画
工

三
五
二
〇
〇

竹
内
雅
隆

十
月
廿
五
日

三
四

同

一
〇
ノ
二
〇

天
井
張
付
枠
直
シ

二
三
五
〇
〇

篠
田
忠
兵
衛

同

三
五

同

同

同
大
工
手
元
人
夫

九
四
〇
〇

福
井
彦
太
郎

同

三
六

同

一
〇
ノ
二
一

同
木
材
挽
立

四
九
〇
〇
〇

小
林
滝
之
助

同

三
七

同

同

天
井
絵
画
縮
写

一
三
六
〇
〇

岸
九
岳

同

三
八

同

一
〇
ノ
二
八

天
井
金
釣
直
シ

八
〇
〇
〇

寺
本
勘
助

十
月
三
十
日

三
九

同

一
一
ノ
一

張
付
下
地
枠
挽
立

一
七
七
五
〇

小
林
滝
之
助

十
一
月
二
日

四
〇

同

一
一
ノ
二
〇

蘇
鉄
ノ
間
張
付
箔
押

四
二
〇
〇
〇

三
浦
信
造

十
二
月
九
日

四
一

同

一
一
ノ
二
四

張
付
下
枠
繕
ヒ

二
六
二
五
〇

篠
田
忠
兵
衛

十
一
月
廿
五
日

四
二

同

一
一
ノ
二
五

場
所
付
雇
給

一
一
一
〇
〇

内
藤
叙
助

十
二
月
三
十
一
日

四
四

同

一
二
ノ
一
九

張
付
下
地
仕
拵

四
六
八
七
五

篠
田
忠
兵
衛

十
二
月
廿
一
日

四
五

同

一
二
ノ
二
一

白
書
院
絵
画
縮
写

三
〇
四
〇
〇

竹
内
雅
隆

同

四
七

同

一
二
ノ
二
八

同

九
九
二
〇
〇

同
人

三
十
三
年

三
月
廿
一
日

四
八

同

同

張
付
金
銀
砂
子
塵
芥
分
拆

一
二
四
七
五

河
本
喜
兵
衛

三
十
三
年

一
月
十
八
日

四
九

同

同

張
付
下
地
繕
ヒ

三
五
〇
〇

篠
田
忠
兵
衛

同

計

三
六
二
三
六
一
〇

総
計

六
四
一
二
一
五
〇

六
、
三
八
七
九
三

仕
上
減

二
四
一
八
七

右
之
通
相
違
無
之
、
此
段
上
申
候
也

明
治
三
十
三
年
三
月
二
十
一
日　

内
匠
寮
技
手
柴
田
四
子
吉
（
印
）

主
殿
寮
出
張
所
長
中
川
忠
純
殿

【
史
料
13
】
『
内
匠
寮　

明
治
三
十
四
年　

工
事
録
七
』
落
成
上
申

（
識
別
番
号
三
九
八
七-

七
）

第
一
号　

二
条
離
宮
大
広
間
天
井
張
替
（
一
月
）

〔
匠
第
一
五
四
号
〕
〈
整
理
番
号
：
43
〉

二
月
二
十
五
日
受
付

立
按　

明
治
三
十
四
年
一
月
二
十
九
日　

主
任
内
匠
寮
技
手 

柴
田
四
子
吉
（
印
）

決
裁　

明
治　
　
　

年　

月　
　
　

日

長
（
印

（
不
明
））　
　
　
　
　

 
 

営
繕
掛
（
印

（
梶
田
））

課
長
（
印

（
寺
西
））

臨
第
八
号

二
条
離
宮
大
広
間
天
井
張
替
工
事
仕
上
々
申
書

決　

裁　

明
治
三
十
三
年
一
月
二
十
三
日

概
算
高　

金
四
千
六
百
円

 
 

外
金
弍
拾
四
円
八
銭
七
厘　

是
ハ
三
十
二
年
度
ヨ
リ
操

（
繰
）

越

決
算
高　
　
　

金
四
千
弍
百
〇

七
円
拾
四
銭
七
厘

起　

工　
　
　

明
治
三
十
三
年
一
月
二
十
六
日

竣　

工　
　
　

明
治
三
十
四
年
一
月
二
十
八
日

出
来
形

一
、
大
広
間
御
縁
座
敷
天
井
八
拾
六
坪
壱
合
六
勺
、
下
張
ヨ
リ
上
ハ
張
替
、
金
箔
地
絵
模

様
出
来
、
同
御
帳
台
天
井
五
坪
一
合
八
勺
前
同
断
、
下
地
ヨ
リ
上
ハ
張
替
、
金
箔
押
ニ

出
来
候
事

職
名
及
品
目

金
額

摘
要

人
名

場
所
付
雇

八
〇
五
〇
〇

場
所
付
雇
給
料

竹
村
貞
治

場
所
付
雇

三
〇
〇
〇
〇

同
上

中
嶋
宗
雄

同
上

六
〇
〇
〇
〇

同
上

三
角
有
経

木
挽
職

四
二
六
〇
〇

張
付
下
地
木
材
挽
立

石
束
長
四
郎

経
師
職

五
二
三
〇
〇
〇

天
井
張
付
仕
替

清
水
新
助

箔
及
砂
子

二
一
九
六
六
六

張
付
蒔
出
用
購
入

河
本
喜
兵
衛



204

資料紹介

長
（
印

（
不
明
））　
　

 
 

　
　
　

 
 
 
 
 
 
  

営
繕
掛
（
印

（
梶
田
））

（
印

（
永
井
））

課
長
（
印

（
寺
西
））

二
条
離
宮
大
広
間
天
井
張
替
工
事
仕
上
上
申
書

営
繕

番
号

年

月
日

摘
要

概
算
伺
高

円

申
付
高

円

請
負
者
人
名

清
算
月
日

臨
八

三
三

一
、
二
五

決
裁
額

四
、
六
〇
〇
〇
〇
〇

三
十
二
年
度
ヨ
リ
操
越

二
四
一
八
七

計

四
、
六
二
四
一
八
七

内
訳

職
工
費

同
ノ
一

三
三

二
、
二
一

場
所
付
雇
給

八
四
〇
〇
〇

竹
村
貞
治

五
月
二
十
一
日

更
正
払

同

同

五
、
二
一

場
所
付
雇
給
減
額
ニ
付

更
正

八
四
〇
〇
〇

同

同

同

場
所
付
雇
給

八
〇
五
〇
〇

同
人

五
月
二
十
一
日

同
ノ
二

同

二
、
二
一

同
上

三
〇
〇
〇
〇

中
嶋
宗
雄

同
日

同
ノ
三

同

二
、
二
一

同
上

六
〇
〇
〇
〇

三
角
有
経

同
日

同
ノ
四

同

四
、
二
〇

張
付
下
地
木
材
挽
立

四
二
六
〇
〇

石
束
長
四
郎

四
月
二
十
一
日

同
ノ
七

同

五
、
二
三

場
所
付
雇
給

六
四
四
〇
〇

竹
村
貞
治

八
月
二
十
一
日

同
ノ
八

同

五
、
二
三

同
上

四
六
〇
〇
〇

三
角
有
経

八
月
二
十
一
日 

更
正
払

同

同

八
、
二
一

場
所
付
雇
給
減
額
ニ
付

更
正

四
六
〇
〇
〇

同

同

同

場
所
付
雇
給

四
一
〇
〇
〇

三
角
有
経

八
月
二
十
一
日

同
ノ
九

同

六
、
六

大
広
間
天
井
縮
写
画
工

四
〇
〇
〇

竹
内
雅
隆

六
月
八
日

同
ノ
一
〇

同

六
、
九

天
井
格
組
繕
大
工

四
九
八
〇

片
山
嘉
吉

六
月
十
五
日

同
ノ
一
二

同

六
、
二
〇

天
井
縁
掃
除
人
夫

二
二
五
〇

福
井
彦
太
郎

六
月
二
十
六
日

同
ノ
一
三

同

六
、
二
三

張
下
枠
繕
大
工

三
六
〇
〇
〇

篠
田
忠
兵
衛

六
月
二
十
六
日

同
ノ
一
五

同

七
、
二
二

天
井
格
組
掃
除

七
一
〇
〇

福
井
彦
太
郎

七
月
二
十
五
日

同
ノ
一
六

同

七
、
二
五

張
付
下
枠
繕
大
工

四
二
〇
〇
〇

篠
田
忠
兵
衛

七
月
二
十
六
日

同
ノ
二
〇

同

八
、
二
〇

場
所
付
雇
給
料

四
一
五
五
〇

中
嶋
宗
雄

十
二
月
二
十
一
日

同
ノ

二
〇

同

八
、
二
四

同
上

六
六
五
〇
〇

三
角
有
経

十
二
月
三
十
一

日
更
正
払

同

同

一
二
、
三
一

場
所
付
雇
給
減
額
ニ
付 

更
正

六
六
五
〇
〇

同

同

同

場
所
付
雇
給

五
五
五
五
〇

同
人

十
二
月
二
十
一
日

同
ノ
二
二

同

八
、
二
四

場
所
付
雇
給

九
三
一
〇
〇

竹
村
貞
治

十
二
月
三
十
一
日

同
ノ
二
三

同

八
、
二
七

天
井
張
付
枠
繕
大
工

四
〇
二
〇
〇

篠
田
忠
兵
衛

九
月
五
日

同
ノ
二
四

同

九
、
一
八

同
上

一
二
三
六
〇

片
山
嘉
吉

九
月
十
八
日

同
ノ
二
六

同

同

掃
除
人
夫

五
四
〇
〇

福
井
彦
太
郎

同
日

場
所
付
雇

六
四
四
〇
〇

場
所
付
雇
給
料

竹
村
貞
治

同
上

四
一
〇
〇
〇

同
上

三
角
有
経

画
工

四
〇
〇
〇

大
広
間
天
井
模
様
縮
写

竹
内
雅
隆

大
工
職

四
九
八
〇

天
井
格
組
繕
大
工

片
山
嘉
吉

画
工

一
六
〇
〇
〇
〇
〇

天
井
絵
画
調
製

田
中
幽
峰

人
夫

二
二
五
〇

天
井
掃
除
人
夫

福
井
彦
太
郎

大
工
職

三
六
〇
〇
〇

張
下
枠
繕

篠
田
忠
兵
衛

経
師
職

一
三
八
三
三

障
子
張
替

清
水
新
助

人
夫

七
一
〇
〇

天
井
格
組
掃
除

福
井
彦
太
郎

大
工
職

四
二
〇
〇
〇

張
付
下
枠
繕

篠
田
忠
兵
衛

金
箔

六
一
六
四
〇

三
寸
七
分
金
箔
購
入

河
本
喜
兵
衛

同
上

三
五
五
二
四
〇

三
寸
六
分
金
箔
購
入

児
玉
伊
右
衛
門

同
上

一
六
二
九
六
〇

三
寸
三
分
金
箔
購
入

岩
坪
五
兵
衛

場
所
付
雇

四
一
五
五
〇

場
所
付
雇
給
料

中
嶋
宗
雄

同
上

五
五
五
五
〇

同
上

三
角
有
経

同
上

九
三
一
〇
〇

同
上

竹
村
貞
治

大
工
職

四
〇
二
〇
〇

天
井
張
付
枠
繕

篠
田
忠
兵
衛

同
上

一
二
三
六
〇

同
上

片
山
嘉
吉

錺
職

一
八
一
〇
〇

天
井
金
物
繕
鋲
打

斎
木
忠
兵
衛

人
夫

五
四
〇
〇

掃
除
人
夫

福
井
彦
太
郎

大
工
職

四
八
〇
〇

天
井
繕
大
工

篠
田
忠
兵
衛

同
上

二
四
六
〇
〇

天
井
張
付
下
地
繕

本
城
留
次
郎

金
箔

一
六
九
四
八
八

金
箔
購
入

児
玉
伊
右
衛
門

画
工

二
七
四
二
〇
〇

式
台
之
間
其
他
絵
画
縮
写

望
月
玉
渓

灰
吹
職

九
七
二
〇

金
箔
使
用
工
場
掃
除
灰
吹

織
田
安
次
郎

経
師
職

八
〇
〇
〇

御
調
台
天
井
箔
押

清
水
新
助

同
上

七
〇
五
〇

工
事
場
障
子
張
其
他

同
人

大
工
職

四
二
〇
〇

天
井
繕

荒
井
宗
八

木
挽
職

八
三
七
〇

天
井
繕
木
材
挽
立

本
城
留
次
郎

人
夫

八
一
九
〇

天
井
掃
除
人
夫

福
井
彦
太
郎

大
工
職

四
九
五
〇
〇

天
井
繕

本
城
留
次
郎

場
所
付
雇

一
一
〇
〇
〇

場
所
付
雇
給
料

三
角
有
経

人
夫

六
七
五
〇

下
小
屋
掃
除
人
夫

福
井
彦
太
郎

場
所
付
雇

三
八
五
〇

場
所
付
雇
給
料

三
角
有
経

合
計

四
、
二
〇
七
一
四
七

仕
上
減

四
一
七
〇
四
〇

〔
臨
第
八
号
〕
〈
整
理
番
号
：
44
〉

臨
第
八
号



205

明治期障壁画制作に係る内匠寮工事録（一）明治三一年から同三三年まで（中野）

同
ノ
二
七

同

九
、
一
九

天
井
繕
大
工

四
八
〇
〇

篠
田
忠
兵
衛

九
月
十
九
日

同
ノ
二
八

同

同

同

二
四
六
〇
〇

本
城
留
次
郎

九
月
二
十
一
日

同
ノ
三
二

同

一
〇
、
二
五

御
調
台
天
井
金
箔
押
職

八
〇
〇
〇

清
水
新
助

十
一
月
二
十
日

同
ノ
三
三

同

一
一
、
二
五

工
事
場
障
子
張
其
他

七
〇
五
〇

同
人

十
一
月
二
十
五
日

同
ノ
三
四

同

一
一
、
二
八

天
井
直
シ
大
工
職

四
二
〇
〇

荒
井
宗
八

十
二
月
五
日

同
ノ
三
五

同

一
二
、
一
七

同
木
材
挽
立

八
三
七
〇

本
城
留
次
郎

十
二
月
十
九
日

同
ノ
三
六

同

一
二
、
二
一

天
井
掃
除
人
夫

八
一
九
〇

福
井
彦
太
郎

十
二
月
二
十
一
日

同
ノ
三
七

同

同

天
井
繕
大
工

四
九
五
〇
〇

本
城
留
次
郎

同
日

同
ノ
三
八

三
四

一
、
八

場
所
付
雇
給

一
一
〇
〇
〇

三
角
有
経

一
月
二
十
一
日

同
ノ
三
九

同

一
、
二
〇

下
小
屋
掃
除
人
夫

六
七
五
〇

福
井
彦
太
郎

一
月
二
十
二
日

同
ノ
四
〇

同

一
、
二
〇

場
所
付
雇
給

三
八
五
〇

三
角
有
経

一
月
二
十
八
日

計

九
九
五
八
〇
〇

物
品
購
入
費

同
ノ
六

三
三

五
、
一
九

張
付
箔
砂
子
蒔
出
用
箔
購
入

二
一
九
六
六
六

河
本
喜
兵
衛

五
月
二
十
二
日

同
ノ
一
七

同

七
、
二
八

三
寸
七
分
金
箔
購
入

六
一
六
四
〇

同
人

九
月
四
日

同
ノ
一
八

同

同

三
寸
六
分
金
箔
購
入

三
五
五
二
四
〇

児
玉
伊
右
衛
門

九
月
十
日

同
ノ
一
九

同

同

三
寸
三
分
金
箔
購
入

一
六
二
九
六
〇

岩
坪
五
兵
衛

九
月
四
日

同
ノ
二
九

同

一
〇
、
六

金
箔
購
入

一
六
九
四
八
八

児
玉
伊
右
衛
門

九
月
十
日

計

九
六
八
九
九
四

一
式
請
負
費

同
ノ
五

同

四
、
二
三

天
井
張
付
仕
替

五
二
三
〇
〇
〇

清
水
新
助

九
月
十
一
日

同
ノ
一
一

同

六
、
一
六

天
井
絵
画
調
製

一
、
六
〇
〇
〇
〇
〇

田
中
幽
峰

九
月
十
九
日

同
ノ
一
四

同

七
、
六

障
子
張
替

一
三
八
三
三

清
水
新
助

七
月
十
四
日

同
ノ
二
五

同

九
、
一
八

天
井
金
物
繕
鋲
打
錺
職

一
八
一
〇
〇

斎
木
忠
兵
衛

九
月
十
八
日

同
ノ
三
〇

同

一
〇
、
八

式
台
間
其
他
絵
画
縮
写
画
工

二
七
四
二
〇
〇

望
月
玉
渓

十
二
月
十
九
日

同
ノ
三
一

同

一
〇
、
一
五

金
箔
使
用
工
場
掃
除
灰
吹

九
七
二
〇

織
田
安
次
郎

十
月
十
九
日

計

二
、
四
三
八
八
五
三

総
計

四
、
八
二
〇
六
八
七

四
、
四
〇
三
六
四
七

仕
上
減

四
一
七
〇
四
〇

右
之
通
相
違
無
之
、
此
段
上
申
候
也
、

明
治
三
十
四
年
一
月
二
十
九
日　

主
任
内
匠
寮
技
手
柴
田
四
子
吉
（
印
）

主
殿
寮
出
張
所
長
主
殿
助
中
川
忠
純
殿

（
図
５
：
二
之
丸
御
殿
大
広
間
の
四
方
入
側
と
帳
台
の
間
に
着
色
）

図 1

〔匠二套第二八八号／臨第一七号〕図面『内匠寮工事録　明治三十一年　二』（識別番号：3984-2）
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菊 之 間

御
老
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御
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芙 蓉 之 間
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三 之 間 御 車 寄若 松 御 間

遠 侍
一 之 間殿 上

御 調 台 所

三 之 御 間
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三 之 御 間
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書 院

白
書
院

御 調 台

 御 間

金
泥
引
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図３

〔臨第一八号〕図面『内匠寮工事録　明治三十二年　二』（識別番号：3985-2）

蘇 鉄 之 間

御 白 書 院

式 台 之 間

大 広 間

遠 侍 之 間

留 之 間
三 之 御 間

二 之 御 間

御 調 台

 御 間

菊 之 間

御 黒
書 院

（ 溜 ）

天
井
張
付

入
側
壁
張
付

二
条
離
宮
三
十
二
年
度
黒
書
院
張
付
仕
替

図２

〔臨第一七号〕図面『内匠寮工事録　明治三十一年　十一』（識別番号：3984-11）

※「砂子蒔」部分は褪色しており、着彩部分が判別できない。

溜 リ 御 間

蘇 鉄 ノ 間

鎗 之 間

御 上 段

二 ノ □

一 ノ 間

三 ノ 御 間

二 ノ 御 間

御 調 台 間

殿 上

御 上 段

遠 侍
二 ノ 間

遠 侍
三 ノ 間

遠 侍
一 ノ 間

芙 蓉 間

若 松 間

御 上 段

御 車 寄

菊 ノ 間

三 ノ 間

二 ノ 間

御 調 台

 御 間

二
条
離
宮
白
書
院
溜
之
間
ヨ
リ
入
側
迄
張
付
張
替

明
治
三
十
一
年
出
来

金
泥
引

砂
子
蒔
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明治期障壁画制作に係る内匠寮工事録（一）明治三一年から同三三年まで（中野）

図４ 

〔臨第八号〕図面『内匠寮工事録　明治三十三年　二』（識別番号：3986-2）

蘇 鉄 之 間

鎗 之 御 間

御 上 段

二 ノ 御 間

一 之 御 間

御 調

   台

遠 侍

  三 ノ 間

同

 二 之 間

同

  壱 ノ 間

芙 蓉 ノ 間

若 松 間

殿 上

御 車 寄

溜 之 間

御 黒
書 院

三 之 間

二 之 間

菊 之

    間

御 調 台
御 上 段

御
老
中
間

三 之 間

二 之 間

二
条
離
宮
大
広
間
御
調
台
之
間
及
御
縁
座
敷
天
井

三
拾
三
年
度
張
替
之
図

三
拾
三
年
度
天
井
張
替

図５

〔臨第八号〕図面『内匠寮工事録　明治三十四年　七』（識別番号：3987-7）
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遠 侍 間

使
者
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上
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三 之 間
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白

 書

  院

間
中

老

間
 
台

 
式

二
条
離
宮
縁
座
敷
天
井
及
張
付
仕
替
綱
図

三
拾
三
年
度
ニ
テ

天
井
張
替
出
来
之
印
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付
、
そ
し
て
蘇
鉄
の
間
の
天
井
と
長
押
上
を
含
む
壁
の
張
付
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
三
一
年

と
三
三
年
分
の
二
件
目
の
落
成
上
申
に
は
、
施
工
対
象
の
図
面
（
図
二
、
五
）
が
付
い
て
い

る
が
、
三
二
年
分
の
二
件
目
の
落
成
上
申
に
図
面
が
付
い
て
い
な
い
の
は
、
施
工
範
囲
が
途

中
で
変
更
と
な
っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。

　

他
に
、
概
算
稟
議
の
内
訳
書
に
は
記
さ
れ
ず
、
落
成
上
申
で
内
訳
書
に
記
さ
れ
る
の
は
、

天
井
画
を
含
む
障
壁
画
の
縮
写
で
あ
る
。
一
回
目
の
落
成
上
申
に
記
さ
れ
る
請
負
者
と
請
負

内
容
は
、
三
一
年
（
整
理
番
号
：
11
）
で
は
、
菊
池
芳
文
（
一
八
六
二-

一
九
一
八
）
が
「
御

襖
絵
画
縮
写
料
」
、
岸
九
岳
（
一
八
四
五
ま
た
は
一
八
五
二-

一
九
二
一
）
が
「
天
井
張
付
絵

模
様
取
及
縮
写
料
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
記
載
は
無
い
が
、
縮
写
の
対
象
は
、
張
付
を
張
替

え
た
白
書
院
と
判
断
で
き
る
。
三
二
年
分
（
整
理
番
号
：
41
）
は
、
久
保
田
桃
水
（
一
八
四
一

-

一
九
一
一
）
が
「
黒
書
院
絵
画
縮
写
」
を
、
竹
内
雅
隆
（
生
没
年
未
詳
）
が
「
大
広
間
絵

画
縮
写
」
と
「
絵
画
縮
写
画
工

（
（
（

」
、
「
大
広
間
張
付
縮
写
画
工
」
、
「
白
書
院
絵
画
縮
写
」
を
、

岸
九
岳
が
「
蘇
鉄
間
天
井
絵
画
同
上
（
縮
写
）
」
と
「
天
井
縮
写
画
工
」
、
「
天
井
絵
画
縮
写

画
工
」
を
、
そ
し
て
巨
勢
小
石
（
一
八
四
三-

一
九
一
九
）
が
「
東
溜
間
天
井
絵
画
」
を
請
け
負
っ

て
い
る

（
（1
（

。
三
三
年
分
（
整
理
番
号
：
43
）
は
、
竹
内
雅
隆
が
「
大
広
間
天
井
模
様
縮
写
」
を
、

望
月
玉
渓
（
一
八
七
四-

一
九
三
八
）
が
「
式
台
間
其
他
絵
画
縮
写
」
を
請
け
負
う
。
宮
内

庁
宮
内
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
二
之
丸
御
殿
の
、
天
井
画
を
含
む
部
屋
内
障
壁
画
と

廊
下
の
杉
戸
絵
の
縮
写
図
（
口
絵
五
〜
一
〇
）
は
、
こ
の
時
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
縮
写
の
請
負
者
の
中
に
は
、
貼
付
本
紙
の
絵
画
制
作
の
請
負
者
と
な
っ
て

い
る
者
も
多
い
。
一
回
目
の
落
成
上
申
か
ら
、
本
紙
制
作
の
請
負
者
と
な
っ
た
絵
師
を
確
認

し
て
お
く
。
三
一
年
の
白
書
院
（
整
理
番
号
：
11
）
は
、
「
本
紙
砂
子
蒔
泥
砂
引
画
工
料
」

の
支
払
い
相
手
と
し
て
記
さ
れ
る
原
在
泉
（
一
八
四
六-

一
九
一
六
）
が
、
天
井
と
長
押
上

小
壁
の
張
付
本
紙
を
制
作
し
た
と
読
め
る
が
、
同
じ
内
訳
書
に
記
さ
れ
た
上
述
の
岸
九
岳

の
支
払
い
事
由
は
「
天
井
張
付
絵
模
様
取
及
縮
写
料
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
模
様
取
」

は
、
模
様
の
意
匠
制
作
と
解
釈
で
き
る

（
（1
（

こ
と
か
ら
、
岸
九
岳
が
天
井
張
付
の
意
匠
を
考
え

た
可
能
性
が
あ
る
。
三
二
年
の
黒
書
院
は
、
一
回
目
（
整
理
番
号
：
41
）
と
二
回
目
（
収
録

番
号
：
42
）
の
落
成
上
申
共
に
「
長
押
上
地
張
付
画
工
」
と
し
て
望
月
玉
泉
（
一
八
三
四-

一
九
一
三
）
の
名
が
あ
る
。
続
い
て
「
東
溜
同
上
」
（
二
回
目
で
は
「
東
溜
ノ
間
同
」
）
と
し

て
巨
勢
小
石
の
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
東
溜
」
す
な
わ
ち
東
入
側
の
長
押
上
を
巨
勢
小
石
、

解
説

一
、	

事
業
の
概
要
―
―
概
算
稟
議
と
落
成
上
申
か
ら
―
―

　

二
条
離
宮
張
付
張
替
工
事
の
概
算
稟
議
と
落
成
上
申
の
内
容
か
ら
は
、
こ
の
工
事
の
概
要

と
内
匠
寮
内
で
の
手
続
き
の
流
れ
が
見
え
る
。
最
初
に
行
わ
れ
る
の
は
、
予
算
を
確
定
さ
せ

る
概
算
稟
議
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
毎
年
二
回
ず
つ
行
わ
れ
て
い
る
。
一
回
目
（
整
理
番
号
：

1･

13･

28
）
は
、
三
ヶ
年
共
、
施
工
の
前
年
の
一
二
月
に
行
わ
れ
て
お
り
、
予
算
の
み
に

つ
い
て
の
稟
議
で
あ
る
。
こ
の
最
初
の
概
算
稟
議
の
本
文
に
は
、
例
え
ば
三
一
年
は
「
追
テ

現
場
着
手
ノ
際
ハ
設
計
書
相
添
更
ニ
稟
議
可
及
候
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
「
現
場
着
手

ノ
際
」
の
稟
議
が
、
二
回
目
の
概
算
稟
議
（
整
理
番
号
：
2･

14･

29
）
で
、
「
設
計
書
」

す
な
わ
ち
概
算
書
（
整
理
番
号
：
3･
15･

30
）
と
図
面
（
図
一
、
三
、
四
）
が
付
く
。
こ

れ
ら
二
回
目
の
概
算
稟
議
は
、
三
一
年
は
二
月
九
日
付
、
三
二
年
は
二
月
一
日
付
、
三
三
年

は
一
月
二
〇
日
付
で
決
裁
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
施
工
範
囲
は
、
三
一
年
は

白
書
院
の
四
方
の
入
側
の
天
井
と
長
押
上
小
壁
の
張
付
、
及
び
付
属
の
間
の
天
井
と
長
押
上

を
含
む
壁
の
張
付
、
三
二
年
は
黒
書
院
の
西
・
南
・
北
の
入
側
の
天
井
と
長
押
上
小
壁
の
張

付
、
三
三
年
は
大
広
間
の
四
方
の
入
側
の
天
井
張
付
、
及
び
帳
台
の
間
の
天
井
張
付
と
い
う

予
定
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
三
三
年
は
概
算
稟
議
の
文
書
が
四
件
あ
り
、
三
件
目
は
、
主

殿
寮
出
張
所
長
か
ら
、
前
年
三
二
年
の
張
付
張
替
工
事
の
残
額
を
三
三
年
に
繰
越
す
こ
と
に

つ
い
て
の
照
会
（
整
理
番
号
：
32
）
、
四
件
目
は
、
そ
の
追
加
支
出
に
つ
い
て
の
宮
内
省
内

の
稟
議
（
整
理
番
号
：
31
）
で
あ
る
。

　

落
成
上
申
も
毎
年
二
件
ず
つ
あ
る
が
、
こ
れ
ら
二
件
の
決
裁
日
は
、
記
載
の
あ
る
場
合
、

い
ず
れ
も
同
日
で
あ
る
。
一
件
目
は
、
内
匠
寮
内
の
上
申
（
整
理
番
号
：
11･

41･

43
）
、

二
件
目
は
、
内
匠
寮
か
ら
主
殿
寮
出
張
所
へ
の
上
申
（
整
理
番
号
：
12･

42･

44
）
で
あ
る
。

な
お
、
三
一
年
は
同
年
内
に
落
成
上
申
が
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
三
二
年
起
工
分
は
翌
年
三

月
に
、
三
三
年
起
工
分
は
翌
年
一
月
に
竣
工
し
て
い
る
た
め
、
落
成
上
申
は
翌
年
分
の
内
匠

寮
工
事
録
に
収
載
さ
れ
て
い
る
（
以
下
、
三
二
年
起
工
分
は
「
三
二
年
分
」
、
三
三
年
起
工

分
は
「
三
三
年
分
」
）
。
落
成
上
申
に
記
載
さ
れ
た
施
工
範
囲
は
、
三
一
年
と
三
三
年
分
は
概

算
稟
議
と
内
容
が
一
致
す
る
が
、
三
二
年
分
は
、
概
算
稟
議
に
示
さ
れ
た
施
工
対
象
（
図
三
）

に
加
え
、
黒
書
院
の
現
在
「
牡
丹
の
間
」
と
呼
ば
れ
る
東
入
側
の
天
井
と
長
押
上
小
壁
の
張
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そ
れ
以
外
の
三
方
入
側
の
長
押
上
を
望
月
玉
泉
が
担
当
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
続
い
て
「
入

側
天
井
同
上
」
（
二
回
目
は
「
入
側
天
井
同
」
）
に
は
、
久
保
田
桃
水
の
名
が
記
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
黒
書
院
入
側
の
天
井
張
付
の
画
工
は
、
久
保
田
桃
水
と
解
釈
で
き
る
。
三
三
年
の
大

広
間
天
井
は
、
二
回
の
落
成
上
申
（
整
理
番
号
：
43･

44
）
い
ず
れ
に
も
「
天
井
絵
画
調
整
」

の
請
負
者
と
し
て
、
田
中
幽
峰
（
生
没
年
未
詳

（
（1
（

）
の
名
前
が
記
載
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

張
付
本
紙
を
制
作
し
た
者
の
う
ち
、
岸
九
岳
、
久
保
田
桃
水
、
竹
内
雅
隆
、
巨
勢
小
石
の
四

名
が
縮
写
の
制
作
も
担
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

二
、 

主
殿
寮
出
張
所
お
よ
び
図
案
監
修
者
と
の
関
わ
り
―
―
伺
及
往
復
か
ら
―
―

　

こ
れ
ら
張
付
張
替
工
事
の
現
場
着
手
に
際
し
て
は
、
三
ヶ
年
共
、
各
年
の
一
月
に
、
主
殿

寮
出
張
所
長
か
ら
内
匠
頭
へ
、
予
算
と
起
工
の
照
会
（
整
理
番
号
：
6･

17･

34
）が
行
わ
れ
、

そ
の
後
、
一
月
下
旬
か
ら
二
月
は
じ
め
頃
に
、
上
述
し
た
二
回
目
の
概
算
稟
議
が
行
わ
れ
て

い
る
。こ
れ
ら
主
殿
寮
出
張
所
か
ら
の
予
算
と
現
場
着
手
に
つ
い
て
の
照
会
文
の
末
尾
に
は
、

い
ず
れ
の
年
も
、
本
工
事
は
「
美
術
的
事
業
」
な
の
で
、
着
手
の
際
は
「
山
高
京
都
博
物
館
長
」

に
、
内
匠
頭
か
ら
監
修
を
依
頼
す
る
よ
う
言
添
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
こ
れ
ら
の
照
会
に
対

す
る
内
匠
寮
か
ら
の
回
答
（
整
理
番
号
：
4･

16･

33
）
と
同
日
に
、
内
匠
頭
か
ら
京
都
博

物
館
長
を
務
め
る
山
高
信
離
へ
の
監
修
に
つ
い
て
の
照
会
文
（
整
理
番
号
：
5･

18･

35
）

が
作
ら
れ
、
こ
れ
に
対
す
る
山
高
か
ら
の
承
諾
文
（
整
理
番
号
：
8･

19･
36
）
も
収
録
さ

れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
三
一
年
と
三
三
年
は
六
月
に
、
三
二
年
は
二
月
に
、
主
殿
寮
出
張
所
長
か
ら
内

匠
頭
に
対
し
、
山
高
京
都
博
物
館
長
に
依
頼
し
た
図
案
が
出
来
た
の
で
送
る
こ
と
、
ま
た
、

い
ず
れ
も
最
初
に
、こ
の
図
案
は
概
略
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
際
の
施
工
の
際
に
は
「
幾

分
ノ
取
捨
相
加
度
」
こ
と
が
山
高
館
長
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
断
っ
た
上
で
、
こ
の

図
案
を
基
に
着
手
し
て
良
い
か
照
会
（
整
理
番
号
：
10･

20･

40
）が
あ
り
、こ
れ
に
対
し
て
、

内
匠
頭
か
ら
承
認
す
る
旨
の
回
答
（
整
理
番
号
：
9･

23･

39
）
が
出
さ
れ
て
い
る
。
遠
侍

等
の
図
案
と
共
に
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
に
残
さ
れ
て
い
る
大
広
間
天
井
張
付
の
図
案
（
口

絵
11
）
は
、
三
三
年
に
照
会
さ
れ
た
図
案
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
三
二
年
に

追
加
施
工
と
な
っ
た
黒
書
院
東
溜
ノ
間
（
東
入
側
）
の
天
井
の
大
下
絵
は
、
元
離
宮
二
条
城

事
務
所
が
所
蔵
し
て
い
る

（
（1
（

。

　

図
案
の
監
修
依
頼
に
お
け
る
大
ま
か
な
流
れ
は
上
記
の
通
り
だ
が
、
こ
の
二
回
目
の
概
算

稟
議
の
後
、
図
案
の
検
討
段
階
で
の
や
り
と
り
は
、
毎
年
異
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
三
一
年

六
月
二
四
日
付
の
主
殿
寮
出
張
所
長
か
ら
の
照
会
（
整
理
番
号
：
10
）
で
は
、
上
述
の
通
り
、

山
高
館
長
か
ら
、
図
案
は
「
真
之
草
稿
」
で
あ
っ
て
「
更
正
ヲ
要
ス
ル
」
部
分
は
あ
る
が
、「
時

日
遷
延
」
の
た
め
、こ
の
図
を
以
て
「
概
略
模
様
ヲ
定
メ
置
キ
」
、
実
際
の
施
工
に
お
い
て
は
「
幾

分
之
取
捨
相
加
」
た
い
旨
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
断
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
最
初
に
「
三

寸
小
箔
ニ
テ
方
杓
二
枚
掛
」
、す
な
わ
ち
「
壱
坪
ニ
付
八
百
枚
ノ
割
合
」
で
見
積
も
っ
た
「
甲
」

案
で
は
、
予
算
額
を
超
過
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、「
出
来
ノ
上
ハ
敢
テ
差
違
無
之
趣
」
の
た
め
、

「
切
廻
シ
箔
」
に
し
て
「
壱
坪
凡
二
匁
七
分
遣
ノ
割
合
」
で
見
積
も
っ
た
「
乙
」
案
で
あ
れ

ば
支
出
可
能
な
額
と
な
っ
た
。
就
い
て
は
、
乙
案
で
良
い
か
が
、
原
在
泉
の
名
前
で
出
さ
れ

た
「
甲
」
と
「
乙
」
の
見
積
書
付
き
で
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
六
月
三
〇
日
付
の

内
匠
寮
か
ら
の
回
答
（
整
理
番
号
：
9
）
で
、
乙
案
を
了
承
す
る
旨
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

三
二
年
は
、
同
年
二
月
二
七
日
付
の
主
殿
寮
出
張
所
長
か
ら
の
照
会
（
整
理
番
号
：
20
）

に
対
し
、
黒
書
院
の
上
段
（
一
の
間
）
の
天
井
張
付
の
模
様
を
参
照
し
た
上
で
詮
議
す
る
の

で
、
縮
写
を
送
付
す
る
よ
う
、
三
月
一
日
付
の
回
答
（
整
理
番
号
：
21
）
で
指
示
し
て
い
る
。

こ
れ
に
応
じ
て
主
殿
寮
出
張
所
は
縮
写
を
送
り
、
再
度
図
案
に
つ
い
て
三
月
三
〇
日
付
で
照

会
（
整
理
番
号
：
22
）
し
、
内
匠
寮
は
四
月
四
日
付
で
「
御
図
案
之
通
ニ
テ
異
存
無
之
」
と

い
う
回
答
（
整
理
番
号
：
23
）
を
作
成
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
七
月
四
日
付
で
主
殿
寮
出
張

所
長
心
得
か
ら
内
匠
頭
へ
、
経
費
に
余
裕
が
生
ま
れ
た
た
め
、
三
三
年
に
施
工
予
定
だ
っ
た

黒
書
院
東
溜
ノ
間
（
東
入
側
）
の
天
井
と
長
押
上
小
壁
張
付
、
蘇
鉄
の
間
の
天
井
と
壁
の
張

付
の
張
替
工
事
を
繰
り
上
げ
る
こ
と
と
、
帝
国
京
都
博
物
館
長
か
ら
送
付
の
図
案
に
基
づ
い

て
着
手
し
て
良
い
か
照
会
（
整
理
番
号
：
25･

27
）
が
あ
り
、
翌
日
付
で
、
こ
れ
を
了
承
す

る
回
答
（
整
理
番
号
：
24
）
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
七
月
一
三
日
に
は
、
主
殿
寮

出
張
所
か
ら
内
匠
寮
宛
て
で
、
内
匠
寮
・
木
子
技
師

（
（1
（

よ
り
示
談
の
あ
っ
た
、
黒
書
院
東
溜

ノ
間
（
東
入
側
）
、
蘇
鉄
の
間
の
天
井
及
び
長
押
上
小
壁
張
付
の
在
来
の
「
模
様
図
」
を
送

付
す
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
整
理
番
号
：
26
）
。

　

三
三
年
は
、
前
年
三
二
年
の
張
付
張
替
工
事
の
残
額
を
三
三
年
に
繰
越
す
こ
と
に
つ
い
て
、

主
殿
寮
出
張
所
長
か
ら
三
月
二
三
日
付
で
照
会
（
整
理
番
号
：
38
）
が
あ
り
、
こ
れ
は
概
算

稟
議
に
同
じ
照
会
（
整
理
番
号
：
32
）
が
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
三
月
二
九
日
付
の
内
匠
頭
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か
ら
の
了
承
の
回
答
（
整
理
番
号
：
37
）
は
、
伺
及
往
復
に
の
み
収
録
さ
れ
て
い
る
。

三
、
ま
と
め

　

三
一
年
か
ら
三
三
年
ま
で
の
内
匠
寮
工
事
録
の
二
条
離
宮
張
付
張
替
工
事
関
連
の
文
書
か

ら
は
、
各
年
の
予
算
額
と
決
算
額
、
施
工
範
囲
、
各
作
業
や
材
料
購
入
の
請
負
者
の
名
前
と

支
払
い
額
を
含
む
工
事
に
係
る
行
政
手
続
き
の
内
容
が
分
か
る
と
共
に
、
内
匠
寮
、
主
殿
寮

京
都
出
張
所
、
そ
し
て
、
図
案
の
監
修
者
で
あ
る
山
高
信
離
の
三
者
が
、
緊
密
に
連
絡
を
取

り
合
い
な
が
ら
図
案
を
検
討
し
、
工
事
を
進
め
て
い
く
様
子
が
う
か
が
え
る
。
こ
こ
で
内
匠

寮
は
、
毎
年
、
宮
内
省
内
で
予
算
取
り
と
施
工
範
囲
に
つ
い
て
稟
議
に
か
け
、
山
高
へ
の
監

修
を
依
頼
、
さ
ら
に
、
主
殿
寮
京
都
出
張
所
か
ら
の
現
場
着
手
や
予
算
、
ま
た
図
案
に
つ
い

て
の
照
会
に
対
し
て
回
答
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
図
案
に
つ
い
て
は
、
明
治
宮

殿
の
障
壁
画
制
作
を
行
っ
た
経
験
を
持
つ
内
匠
寮

（
（1
（

が
、
決
定
を
行
う
立
場
に
あ
っ
た
と
分

か
る
。

　

他
方
、
主
殿
寮
出
張
所
は
、
山
高
監
修
の
図
案
が
予
算
内
に
収
ま
る
か
検
討
し
、
収
ま
ら

な
け
れ
ば
再
度
図
案
を
作
成
さ
せ
、
画
工
に
見
積
も
り
を
出
さ
せ
て
い
る
。
加
え
て
、
予
算

に
余
裕
が
生
じ
た
際
に
は
、
翌
年
の
施
工
範
囲
を
繰
り
上
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
内
匠
寮
に
照

会
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
予
算
の
使
い
方
を
中
心
と
す
る
事
務
作
業
を
行
う
立
場
に
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
落
成
上
申
が
内
匠
寮
か
ら
主
殿
寮
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
施
工
現
場
の
監
督
や
統
括
は
、
内
匠
寮
が
行
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
が
、
本

資
料
だ
け
で
は
内
匠
寮
と
主
殿
寮
出
張
所
の
業
務
分
掌
を
厳
密
に
把
握
す
る
こ
と
が
難
し

い
。
ま
た
、
本
紙
制
作
と
縮
写
制
作
を
担
当
し
た
画
工
に
つ
い
て
、
何
故
彼
ら
が
請
負
者
と

な
っ
た
の
か
は
、
本
資
料
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
。
こ
の
工
事
に
お
け
る
主
殿
寮
京
都
出
張

所
の
具
体
的
な
業
務
内
容
含
め
、
本
資
料
だ
け
で
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
部
分
を
探
る
た
め

に
は
、
主
殿
寮
出
張
所
の
工
事
関
係
書
類
を
ま
と
め
た
と
考
え
ら
れ
る
、
宮
内
公
文
書
館
で

の
分
類
が
「
京
都
事
務
所-

建
築
第
一
係
」
と
な
っ
て
い
る
工
事
録
の
調
査
が
必
要
で
あ
る

が
、
ま
ず
は
、
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
以
降
も
続
く
二
条
離
宮
張
付
張
替
工
事
に
関
す

る
内
匠
寮
工
事
録
に
つ
い
て
、
稿
を
改
め
て
紹
介
し
た
い
。

【
注
】

（
1
）　

筆
者
は
、
『
研
究
紀
要
元
離
宮
二
条
城
』
第
一
号
（
京
都
市
文
化
市
民
局
元
離
宮
二
条
城
事

務
所
編
・
発
行
、
二
〇
二
二
）
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
明
治
期
障
壁
画
の
面
数
や
各
図
様
等

の
概
要
に
つ
い
て
、
ま
た
、
本
紙
の
制
作
者
と
さ
れ
る
竹
内
雅
隆
、
岸
九
岳
、
望
月
玉
泉
、

巨
勢
小
石
、
原
在
泉
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
歴
、
特
に
京
都
府
画
学
校
（
現
在
の
京

都
市
立
芸
術
大
学
）
と
内
国
絵
画
共
進
会
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。

（
2
）　

明
治
宮
殿
は
、
江
戸
城
西
の
丸
が
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
焼
失
し
た
後
、
そ
の
跡
地

に
建
設
さ
れ
た
皇
居
を
指
す
。
明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）
に
竣
工
し
、
昭
和
二
〇
年

（
一
九
四
五
）
に
空
襲
で
焼
失
し
た
。

（
3
）　

正
倉
院
宝
物
を
参
照
し
た
意
匠
に
つ
い
て
は
、
元
離
宮
二
条
城
事
務
所
の
元
職
員
・
高
橋

脩
二
氏
に
よ
る
調
査
の
新
聞
記
事
（
平
成
六
年
六
月
二
日
付
京
都
新
聞
記
事
「
正
倉
院
宝

物
文
様
か
ら
〝
コ
ピ
ー
〟
」
）
が
初
出
だ
が
、
そ
の
後
、
山
崎
鯛
介
「
明
治
時
代
の
二
條
離

宮
に
お
け
る
入
側
天
井
・
小
壁
の
改
修
経
緯
と
意
匠
変
更
の
意
図
」
（
『
日
本
建
築
学
会
学

術
講
演
梗
概
集
（
九
州
）
』
日
本
建
築
学
会
、
二
〇
〇
七
、
四
三
八
頁
）
に
お
い
て
、
正
倉

院
宝
物
に
加
え
て
平
家
納
経
の
参
照
も
指
摘
さ
れ
た
。

（
4
）　

山
崎
鯛
介
前
掲
注
（
3
）

（
5
）　

中
谷
至
宏
「
象
徴
の
場
、
維
新
後
の
二
条
城
」
（
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
・
元
離
宮
二
条

城
事
務
所
他
編
『
二
条
城
展
』
図
録
、
京
都
市
・
読
売
新
聞
社
・
博
報
堂D

Y

メ
デ
ィ
ア
パ
ー

ト
ナ
ー
ズ
、
二
〇
一
二
、
一
七
四
頁
）
、
恵
美
千
鶴
子
「
二
條
離
宮
と
明
治
宮
殿
襖
画
の
そ
の

後
の
影
響
／
第
三
章
明
治
の
皇
室
に
選
ば
れ
た
表
象
」
（
『
天
皇
の
美
術
史　

六　

近
代
皇

室
イ
メ
ー
ジ
の
創
出　

明
治
・
大
正
時
代
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
七
、
一
九
〇
～
一
九
一
頁
）

（
6
）　

本
資
料
の
内
容
に
加
え
、
以
下
を
参
考
と
し
た
。
「
京
都
及
奈
良
博
物
館
建
築
工
事
録　

二
十
四
冊
の
う
ち
七
冊
／
作
品
解
説
」
（
奈
良
国
立
博
物
館
編
・
発
行
『
特
別
陳
列　

帝
国

奈
良
博
物
館
の
誕
生
―
設
計
図
と
工
事
録
に
み
る
建
設
の
経
緯
―
』
二
〇
二
一
、
六
五
頁
）
、

今
江
秀
史
「
資
料
紹
介　

明
治
二
七
・
八
年
の
二
条
離
宮
本
丸
庭
園
の
庭
造
及
び
改
修
に
係

る
工
事
録
」
（
『
研
究
紀
要
元
離
宮
二
条
城
』
第
二
号
、
京
都
市
文
化
市
民
局
元
離
宮
二
条

城
事
務
所
編
・
発
行
、
二
〇
二
三
、
一
九
九
頁
）

（
7
）　

内
匠
寮
は
、
皇
室
に
関
係
す
る
施
設
の
造
営
や
管
理
を
担
っ
た
宮
内
省
の
一
部
局
で
、
明

治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
か
ら
昭
和
二
〇
年
（
一
八
四
五
）
ま
で
存
在
し
た
。
（
浅
羽
英
男
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明治期障壁画制作に係る内匠寮工事録（一）明治三一年から同三三年まで（中野）

「
内
匠
寮
か
ら
管
理
部
へ
／
第
一
部
内
匠
寮
～
そ
の
始
ま
り
と
変
遷
～
」
鈴
木
博
之
監
修
『
皇

室
建
築　

内
匠
寮
の
人
と
作
品
』
建
築
画
報
社
、
二
〇
〇
五
、
一
八
頁
）

（
8
）　

主
殿
寮
出
張
所
は
、
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）
に
桂
宮
家
の
今
出
川
屋
敷
に
置
か
れ
た

宮
内
省
京
都
支
庁
が
、
明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）
に
改
組
さ
れ
て
出
来
た
宮
内
省
の
部

局
。
京
都
と
そ
の
周
辺
の
皇
室
の
施
設
管
理
を
担
っ
た
。
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）
に
は
、

内
匠
寮
出
張
所
に
集
約
さ
れ
た
。
（
降
矢
淳
子
「
二
条
離
宮
本
丸
へ
の
桂
宮
御
殿
移
築
と
行

幸
・
行
啓
の
一
考
察
」
『
研
究
紀
要 

元
離
宮
二
条
城
』
第
二
号
、
京
都
市
文
化
市
民
局
元

離
宮
二
条
城
事
務
所
編
・
発
行
、
二
〇
二
三
、
一
七
四
頁
、
及
び
宮
内
庁
「
宮
内
庁
京
都
事

務
所
の
概
要
／
京
都
御
所
」https://kyoto-gosho.kunaicho.go.jp/report/2e3970ebf63c4f8

a93c8c81819b5df6f 

二
〇
二
六
年
三
月
七
日
閲
覧
）

（
9
）　

こ
の
竹
内
雅
隆
の
「
絵
画
縮
写
」
に
つ
い
て
は
、
本
資
料
中
に
、
縮
写
対
象
が
何
な
の
か

を
記
す
記
載
が
無
い
。

（
10
）　

一
回
目
の
落
成
上
申
（
整
理
番
号
：
41
）
の
内
訳
書
で
は
、
巨
勢
小
石
の
請
負
内
容
が
「
東

溜
間
天
井
絵
画
」
と
だ
け
な
っ
て
お
り
、
縮
写
か
本
紙
制
作
か
が
判
別
で
き
な
い
が
、
二

回
目
の
落
成
上
申
（
整
理
番
号
：
42
）
の
内
訳
書
で
は
、
岸
九
岳
の
「
蘇
鉄
間
絵
画
縮
写
」

の
下
に
巨
勢
小
石
の
「
東
溜
ノ
間
天
井
同
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
こ
の
「
同
」
は
「
縮
写
」

と
考
え
ら
れ
る
。

（
11
）　

『
内
匠
寮　

明
治
三
十
五
年　

工
事
録
八
』
（
識
別
番
号
：
三
九
八
八–
八
）
伺
及
往
復
に

収
録
さ
れ
た
明
治
三
五
年
一
月
二
一
日
付
、
主
殿
寮
出
張
所
長
か
ら
内
匠
頭
へ
の
照
会
文

の
な
か
で
、
遠
侍
入
側
の
新
調
す
る
張
付
本
紙
に
つ
い
て
、
予
算
は
金
箔
無
地
で
計
上
し

た
た
め
、
概
算
稟
議
の
「
決
裁
額
ハ
無
地
金
箔
押
ノ
費
額
ニ
テ
御
決
裁
済
ニ
テ
無
論
模
様

取
ハ
不
致
モ
ノ
ト
被
存
候
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
模
様
取
」
は
即
ち
、
文
様
や
意
匠

を
加
え
る
こ
と
と
解
釈
で
き
る
。

（
12
）　

田
中
幽
峰
は
、『
意
匠
博
覧
』（
全
五
二
巻
、
一
八
九
四
〜
一
九
〇
一
）
、『
工
芸
新
図
』（
上
下
巻
、

一
八
九
二
）
、
『
百
蝶
図
案
』
（
上
下
巻
、
一
八
九
八
）
と
い
っ
た
図
案
集
を
著
作
、
発
行
し

て
い
る
。
『
意
匠
博
覧
』
の
奥
書
に
「
京
都
市
五
条
通
西
洞
院
東
入
丗
番
戸
士
族
」
と
あ
り
、

「
版
権
所
有
兼
著
作
者
／
発
行
者
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
士
族
で
あ
り
、
か
つ
出
版

も
自
ら
行
な
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
以
外
の
経
歴
や
画
歴
に
つ
い

て
は
手
が
か
り
が
少
な
く
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
13
）　

中
谷
至
宏
「
図
九
九　

二
の
丸
御
殿
黒
書
院
牡
丹
の
間
天
井
画
」
解
説
（
東
京
都
江
戸
東

京
博
物
館
・
元
離
宮
二
条
城
事
務
所
他
前
掲
注
（
5
）
、
二
〇
一
、
二
頁
）

（
14
）　

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
か
ら
宮
内
省
に
勤
務
し
た
木
子
清
敬
（
一
八
五
二–

一
九
〇
七
）

の
こ
と
。
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
か
ら
同
二
二
年
（
一
八
八
九
）
ま
で
、
御
造
営
掛

と
し
て
明
治
宮
殿
の
造
営
に
も
参
加
し
、
同
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
か
ら
は
内
匠
寮
土
木

課
長
を
務
め
た
。
（
「
資
料
」
奈
良
国
立
博
物
館
前
掲
注
（
6
）
、
七
八
頁
、
及
び
「
付
録　

人
物
辞
典
」
鈴
木
博
之
前
掲
注
（
7
）
、
四
二
一
頁
）

（
15
）　

浅
羽
英
男
「
第
一
期　

明
治
前
期
（
明
治
二
一
年
の
明
治
宮
殿
造
営
ま
で
）
／
第
一
部
内

匠
寮
～
そ
の
始
ま
り
と
変
遷
～
」
（
鈴
木
博
之
前
掲
注
（
7
）
、
二
一
～
二
二
頁
）
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資料紹介

整理

番号

日付

（※ 1）
内容

発信者 /起案者

（※ 2）

宛先 /決裁者

（※ 2）

文書番号

（内匠寮及び主殿
寮出張所による）

1 30 年 12 月 22 日 概算稟議一回目 (三十一年度継続臨時費支出について） 内匠頭　股野琢 大臣 内匠寮第 1号

6 31 年 1 月 28 日

白書院入側の天井画及び長押上小壁張付の張替に係る費

額と工事着手について照会。京都帝国博物館長へ図案監

修を依頼して欲しい旨言い添え。

主殿寮出張所長　

飯田巽
内匠頭　股野琢

匠 1套第 26 号

主営甲第 16 号

2 31 年 2 月 9 日
概算稟議二回目

（三十一年度二条離宮張付仕替費支出について）
内匠頭　股野琢 大臣 内匠寮第 40 号

3
概算書（二条離宮白書院入側天井画及び長押上小壁張付

張替）
内匠頭　股野琢

匠 2套第 288 号

臨第 17 号

4 31 年 2 月 9 日
白書院入側の天井画及び長押上小壁張付の張替に係る費

額と工事着手について回答。
内匠寮 匠 1套第 26 号の 2

5 31 年 2 月 9 日
白書院入側の天井画及び長押上小壁張付の張替に係る図

案監修を依頼。

内匠頭　股野琢
京都博物館長　

山高信離

匠 1套第 26 号の 3

8 31 年 2 月 14 日 図案監修について承諾の旨回答。
京都博物館長　

山高信離
内匠頭

匠 1套第 26 号の 4

第 127 号

7 31 年 2 月 23 日 帝国京都博物館長から監修承諾の回答について通知。 内匠頭 主殿寮出張所長 匠 1套第 26 号の 5

10 31 年 6 月 24 日
帝国京都博物館長より送付の図案二案のうち乙案を採用

で良いか照会。

主殿寮出張所長

心得　粟津職綱

内匠頭代理 文事

秘書官　股野琢

匠 1套第 26 号の 6

主営甲第 56 号

9 31 年 6 月 30 日
帝国京都博物館長より送付の図案二案のうち乙案を採用

して良い旨回答。
内匠頭 主殿寮出張所長 匠 1套第 26 号の 7

11
二条離宮白書院入側天井並壁張付張替工事の完了を上申

（一回目内匠寮内）

主任内匠寮技手

柴田四子吉
臨第 17 号

13 31 年 12 月 26 日 概算稟議一回目 (三十二年度継続臨時費支出について） 内匠頭　堤正誼 大臣 内匠寮第 1号

12 32 年 1 月 17 日
二条離宮白書院入側天井並壁張付張替工事の完了を上申

（二回目内匠寮から主殿寮出張所へ）

主任内匠寮技手　

柴田四子吉

主殿寮出張所長

心得　粟津職綱
臨第 17 号

17 32 年 1 月 19 日

黒書院入側の天井画及び長押上小壁張付張替に係る費額

と工事着手について照会。京都帝国博物館長へ図案監修

を依頼して欲しい旨言い添え。

主殿寮出張所長  

粟津職綱
内匠頭　堤正誼

第 34 号

主営甲第 3号

14 32 年 2 月 1 日
概算稟議二回目

（三十二年度二条離宮張付仕替費支出について）
内匠頭　堤正誼 大臣 （欠）

15
概算書（二条離宮黒書院入側天井画及び長押上小壁張付

張替費）
内匠頭　堤正誼 臨第 8号

16 32 年 2 月 8 日
黒書院入側の天井画及び長押上小壁張付張替に係る費額

と工事着手して良い旨回答。
内匠頭 主殿寮出張所長 匠 1套第 22 号の 2

18 32 年 2 月 8 日
黒書院入側の天井画及び長押上小壁張付張替に係る図案

監修を依頼。
内匠頭 京都博物館長 匠 1套第 22 号の 3

19 32 年 2 月 14 日 図案監修について承諾の旨回答。
京都博物館長　

山高信離
内匠頭　堤正誼

匠 1套第 22 号の 4

第 51 号

20 32 年 2 月 27 日
帝国京都博物館長より送付の図案を基に着手して良いか

照会。
主殿寮出張所長 内匠頭

匠 1套第 54 号

主営甲第 14 号

21 32 年 3 月 1 日

図案は大方のものなので黒書院上段の（現：一の間）天

井画を参照して詮議するため同天井画の縮写を制作して

送る様回答。

内匠頭 主殿寮出張所長 匠 1套第 54 号の 2

別表
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明治期障壁画制作に係る内匠寮工事録（一）明治三一年から同三三年まで（中野）

22 32 年 3 月 30 日
黒書院上段（現：一の間）の天井画縮写を制作したので

送ること、また詮議の結果について照会。

主殿寮出張所長

心得　粟津職鋼 内匠頭　堤正誼

匠 1套第 54 号の 3

主営乙第 6号

23 32 年 4 月 4 日
黒書院上段その他の縮写について了承。また帝国京都博

物館長より送付の図案を基に着手して良い旨回答。
内匠頭 主殿寮出張所長 匠 1套第 54 号の 4

25 32 年 7 月 4 日

黒書院東溜の間（現：東入側）、蘇鉄の間の天井画及び

長押上小壁貼付張替工事は三十三年度施工予定だったが

経費に余裕が生まれたため三十二年度に繰り上げる。つ

いては帝国京都博物館長より送付の図案に基づいて着手

して良いか照会。

主殿寮出張所長

心得　粟津職鋼 内匠頭　堤正誼

匠 1套第 166 号

主営甲第 34 号

27 32 年 7 月 4 日

黒書院東溜の間（現：東入側）、蘇鉄の間の天井画及び

長押上小壁貼付張替工事は三十三年度施工予定だった

が、経費に余裕が生まれたため三十二年度に繰り上げる。

ついては、帝国京都博物館長より送付の図案に基づいて

着手して良いか照会。

主殿寮出張所長

心得　粟津職鋼 内匠頭　堤正誼 主営甲第 34 号

24 32 年 7 月 5 日

黒書院東溜の間（現：牡丹の間）、蘇鉄の間の天井画及

び長押上小壁貼付張替工事は帝国京都博物館長より送付

の図案を基に着手して良い旨回答。

主殿寮出張所長

心得　粟津職鋼
内匠頭　堤正誼 匠 1套第 166 号の 3

26 32 年 7 月 13 日

木子技師より指示があった黒書院東溜の間（現：東入側）、

蘇鉄の間の天井画及び長押上小壁貼付の在来の「模様図」

を送付。

主殿寮出張所 内匠寮
匠 1套第 166 号の 2

主営甲第 38 号

28 32 年 12 月 23 日 概算稟議一回目 (三十三年度継続臨時費支出について） 内匠頭　堤正誼 大臣 内匠寮第 1号

34 33 年 1 月 9 日

大広間天井張付の張替に係る費額と工事着手について照

会。京都帝国博物館長へ図案監修を依頼して欲しい旨言

い添え。

主殿寮出張所長

中川忠純
内匠頭　堤正誼

匠 1套第 8号

主営甲第 4号

29 33 年 1 月 20 日
概算稟議二回目

（三十三年度二条離宮張付仕替費支出について）

内匠頭　堤正誼　

代理　調査課長

伯爵　廣橋督光

大臣 内匠寮第 16 号

30 概算書（二条離宮大広間入側天井画張替） 頭代理　廣橋 臨第 8号

33 33 年 1 月 23 日
大広間入側の天井張付張替に係る費額と工事着手して良

い旨回答。 
内匠頭 主殿寮出張所長 匠 1套第 8号の 2

35 33 年 1 月 23 日 大広間天井張付の張替に係る図案監修を依頼。 内匠頭　堤正誼
京都博物館長　

山高信離
匠 1套第 8号の 3

36 33 年 2 月 5 日 図案監修について承諾の旨回答。
京都博物館長　

山高信離
内匠頭　堤正誼 匠 1套第 8号の 4

41
33 年 3 月 21 日

( 立案 )

二条離宮黒書院張付仕替工事の完了を上申（一回目内匠

寮内）。
臨第 8号

42 33 年 3 月 21 日
二条離宮黒書院張付仕替工事の完了を上申

（二回目内匠寮から主殿寮出張所へ）。

主任内匠寮技手 

柴田四子吉

主殿寮出張所長  

中川忠純
臨第 8号

32 33 年 3 月 23 日
三十二年度分の残額を三十三年度分に繰り越すことにつ

いて照会。

主殿寮出張所長　　

中川忠純
内匠頭　堤正誼

匠 1套第 225 号

主営甲第 22 号

38 33 年 3 月 23 日
三十二年度分の残額を三十三年度分に繰り越すことにつ

いて照会。

主殿寮出張所長　

中川忠純
内匠頭　堤正誼

匠 1套第 225 号

主営甲第 22 号

31 33 年 3 月 29 日 二条離宮張付仕替費追増支出について稟議	 内匠頭　堤正誼 大臣 内匠寮第 88 号

37 33 年 3 月 29 日
三十二年度分の残額を三十三年度分に繰り越すことにつ

いて内匠寮内で決裁が取れた旨回答。

内匠頭 主殿寮出張所長 匠 1套第 225 号の 2
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40 33 年 6 月 2 日
帝国京都博物館長より送付の図案を基に着手して良いか

照会。

主殿寮出張所

営繕係

内匠頭　堤正誼

内匠寮 庶務課

匠 1套第 110 号

主営甲第 35 号

39 33 年 6 月 13 日
帝国京都博物館長より送付の図案を基に着手して良い旨

回答。
内匠頭 主殿寮出張所長 匠 1套第 110 号の 2

43
34 年 1 月 29 日

( 立案 )

二条離宮大広間天井張付仕替工事の完了を上申（一回目

内匠寮内）。
匠第 154 号

44 34 年 1 月 29 日
二条離宮大広間天井張付仕替工事の完了を上申

（二回目内匠寮から主殿寮出張所へ）。

主任内匠寮技手 

柴田四子吉

主殿寮出張所長  

中川忠純
臨第 8号

※ 1　「日付」は、照会や回答、書簡の場合は、発信元／差出人が記す日付を、稟議や上申の場合は、決裁日が記載される場合は決裁日を、

決裁日が記されない場合は立案日を記し、文章中に何も日付が無い場合は空欄とした。

※ 2　人名が記されない場合は空欄とした。


